
勧
農
政
策
と
占
田
課
田

西

村

兀

佑

　
【
要
約
】
　
こ
れ
ま
で
に
西
晋
の
占
田
課
田
制
度
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
占
課
田
と
屯
田
ま
た
は
均
田
と
の
関

係
の
み
を
取
扱
っ
て
お
り
、
前
代
一
漢
代
と
の
関
係
を
顧
慮
し
た
も
の
は
、
岡
崎
文
夫
氏
以
外
に
は
見
当
ら
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
占
課
田
制

を
真
に
歴
史
的
に
摺
擬
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
後
の
時
代
と
の
関
連
を
綜
合
的
に
み
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
観
点
か
ら
本
稿
で
は
、
占
課
田
制
を
漢

代
以
来
の
勧
農
政
策
の
発
展
線
上
に
展
開
す
る
制
度
と
し
て
と
ら
え
た
。

－v．

鋤農政策と占田課田（璽村）

は
じ
め
に

　
晋
の
占
田
、
課
田
制
度
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
た
も
の
は
、
従
来
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
問
題
の
解

決
に
向
っ
て
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
た
く
ま
し
い
努
力
の
数
々
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
今
後
も
ま
だ
い
く
つ
か
の
労
作
が
生
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
最
近
で
は
鈴
木
俊
、
西
嶋
定
生
、
張
維
華
、
天
野
元
之
助
の
諸

　
②

氏
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
新
見
解
を
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
従

来
の
諸
成
果
の
う
え
に
た
っ
て
、
さ
ら
に
相
当
の
前
進
を
な
し
と
げ

．
た
も
の
ぞ
あ
る
。
こ
と
に
西
嶋
氏
は
曹
魏
の
屯
田
の
廃
止
問
題
を
め

ぐ
っ
て
の
精
細
な
研
究
の
の
ち
に
、
晋
の
課
田
制
へ
の
構
想
を
つ
け

く
わ
え
、
晋
の
課
田
制
が
魏
の
屯
田
廃
止
の
後
を
継
承
し
て
つ
く
ら

れ
た
あ
ら
た
な
土
地
制
度
で
あ
り
、
系
譜
的
に
は
後
世
の
均
田
制
と

つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
か
つ
て
の
宮
崎
市
定
氏
の
見
解
を
支

持
さ
れ
た
。
宮
崎
氏
の
屯
田
↓
課
田
の
シ
ェ
ー
マ
は
岡
崎
文
夫
氏
の

見
解
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
岡
崎
氏
の
説
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
氏
は
屯
田
・
↓
課
田
の
発

展
方
式
を
説
く
と
と
も
に
、
屯
田
を
一
時
的
な
権
宜
の
深
黒
と
し
、
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曹
魏
の
北
シ
ナ
平
定
を
招
来
し
た
も
の
は
屯
田
よ
り
も
む
し
ろ
漢
代

以
来
の
伝
統
的
土
地
政
策
た
る
墾
田
政
策
ぞ
あ
り
、
後
世
の
均
田
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
こ
の
政
策
の
発
展
線
上
に
求
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ

の
墾
田
政
策
な
る
も
の
の
実
体
が
何
ぞ
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
は

重
要
な
課
題
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
後
こ
れ
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
た

も
の
が
な
い
。
わ
た
く
し
は
本
稿
に
お
い
て
、
氏
の
所
謂
「
墾
田
政

策
」
と
は
勧
農
政
策
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
こ
そ
漢
心
よ
り
階
唐
に

ま
た
が
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
土
地
政
策
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
い

と
お
も
う
。

⑦
｝
曾
我
部
静
雄
『
均
田
法
と
そ
の
重
役
制
度
』
第
二
章
、
第
一
節
参
照
。

②
鈴
木
俊
『
占
田
課
田
と
均
田
制
』
中
央
大
学
七
〇
周
年
記
念
論
集
。
西
嶋

　
定
生
『
魏
の
屯
田
策
』
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
、
第
十
冊
。
三
二
華
『
試

　
論
魯
魏
屯
田
与
西
晋
占
田
上
的
某
些
問
題
』
歴
史
研
究
、
一
九
五
六
の
九
。

　
天
野
元
之
助
『
西
晋
の
占
田
・
課
田
制
に
つ
い
て
の
試
論
』
人
文
研
究
、

　
八
の
九
。

③
岡
崎
文
夫
『
南
北
朝
に
お
け
る
社
会
経
済
制
度
』
上
篇
第
六
章
、
お
よ
び

　
附
録
。

　
附
言
。
本
稿
で
は
、
先
学
の
敬
称
に
は
す
べ
て
『
氏
』
を
用
い
た
こ
と
を

　
は
じ
め
に
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

隔
　
苗
田
の
諸
相

　
　
　
イ
　
屯
田
の
消
長

　
挿
画
が
屯
田
を
開
始
し
た
の
は
建
安
元
年
（
一
九
六
）
で
、
屯
田
に

は
軍
人
を
直
接
生
産
者
と
す
る
軍
屯
と
、
人
民
を
主
体
と
す
る
民
屯

と
が
あ
り
、
は
じ
め
は
こ
の
二
つ
が
並
行
し
て
行
わ
れ
た
が
、
晋
の

事
始
二
年
（
二
六
六
）
に
い
た
っ
て
一
夕
が
ま
ず
廃
止
さ
れ
、
そ
の
後
、

晋
の
天
下
統
一
完
成
の
年
（
太
康
元
年
、
二
八
○
）
ま
で
軍
屯
の
み
が

行
わ
れ
た
。

　
民
屯
の
内
容
に
つ
い
て
の
斬
新
な
見
解
を
発
表
さ
れ
た
の
は
西
嶋

　
　
　
　
　
　
①

定
生
氏
ぞ
あ
る
。
氏
の
も
っ
と
も
顕
著
な
功
績
は
、
罠
屯
廃
止
後
の

郡
県
が
、
他
の
一
般
郡
県
と
同
様
の
兵
役
負
担
を
課
せ
ら
れ
た
こ
と

を
明
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
氏
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、

旧
民
薄
地
の
郡
県
は
他
の
一
般
郡
県
と
の
比
較
に
お
い
て
、
篠
役
の

負
担
は
ま
っ
た
く
均
等
で
あ
る
が
、
租
税
負
担
に
お
い
て
不
均
等
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
旧
属
屯
地
が
と
く
に
租
税
負
担
に
お
い
て
重
い
の

は
、
か
れ
ら
が
国
有
地
耕
作
民
で
あ
る
が
た
め
の
制
約
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
国
家
財
政
上
、
こ
の
土
地
が
と
く
に
重
要
性
を
も
つ
か
ら
で
も

あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
民
屯
地
が
全
国
中
に
お
い
て
し
め
る
地
位

の
重
要
度
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
土
地
の
あ
ま
っ
て
い
る
当
時
と
し
て
は
、
生
産
の
主
力
は
労
働
人
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口
で
あ
る
か
ら
、
焦
点
を
戸
口
問
題
に
し
ぼ
っ
て
考
え
る
と
、
旧
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

屯
所
在
地
は
、
晋
書
地
理
志
の
区
劃
に
よ
れ
ば
、
司
州
の
八
郡
と
、

予
州
の
三
郡
二
国
、
豊
州
の
一
匹
に
ま
た
が
っ
て
い
る
（
第
！
表
）
。

（第1表）

国 1戸。数隙州 郡

　
ぷ

鵠
碧
羅
汲
駐
議

ユ14，400

34，000

14，000

42，500

37，000

52，000

40，700

35，200

日
溜
搬
瀬
汲
潮
二
三

司

州

罷
鱒
鵬
浦

28，300

18，000

16，700

13，000

5，096

期
綱

頴川

裏城

犬陽

予

州

雍一
　　　京兆
州

40，0000　長安

※原武は晋書地理志にはなく続
漢志，河南ヲ丑’の条にあり

勧農政策と占田課田て西村）

　
こ
れ
ら
民
虹
関
係
郡
国
の
戸
数
総
計
は
四
九
三
、
八
九
六
で
、
晋

の
太
康
統
一
時
の
全
国
戸
数
二
、
四
五
九
、
八
四
〇
の
約
二
割
に
相

当
す
る
が
、
こ
れ
は
屯
田
民
と
一
般
州
郡
民
と
を
合
計
し
た
数
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
中
の
民
屯
従
事
者
の
み
の
戸
数
は
こ
れ
よ
り
も
ず
っ

と
下
廻
る
だ
ろ
う
。
こ
の
さ
い
、
曹
操
の
屯
田
に
従
事
し
た
人
民
は
、

応
募
に
よ
っ
て
集
っ
た
も
の
が
大
部
分
だ
と
い
う
こ
と
を
も
考
慮
に

　
　
　
　
　
　
③

い
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
1
表
で
も
、
実
際
民
屯
の
行
わ
れ
た
の
は
一

掃
中
の
一
、
二
県
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
か
な
ら
ず
し
も
一
、

二
四
乏
き
め
る
わ
け
に
は
行
か
ず
、
も
っ
と
大
部
分
の
も
の
が
屯
田

に
従
事
し
た
こ
と
も
当
然
あ
り
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
ぞ
も
、

他
に
一
般
州
郡
畏
の
井
存
し
た
こ
と
を
度
外
視
し
て
は
な
ら
「
な
い
。

そ
う
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
具
体
例
と
し
て
、
つ
ぎ
に
京
兆
郡
の
場
合
を

あ
げ
て
み
よ
う
。
京
兆
に
は
、
長
安
県
に
典
農
部
民
屯
が
あ
り
、
別

に
本
郡
に
は
、
軍
屯
も
存
在
し
た
。
こ
の
よ
う
に
軍
門
、
三
階
が
と

竜
に
設
置
さ
れ
た
卜
兆
郡
で
、
し
か
も
黄
初
元
年
（
二
二
〇
）
の
軍
民

屯
が
と
も
に
重
要
視
さ
れ
た
時
期
で
さ
え
、
京
兆
太
守
で
あ
っ
た
顔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

斐
は
、
一
般
民
を
対
象
に
農
業
政
策
を
行
っ
て
い
る
。
本
伝
に
は

　
始
め
京
兆
、
馬
超
破
れ
て
従
り
の
後
、
民
人
多
く
専
ら
農
殖
を
為
さ
ず
…

…
斐
官
に
到
り
、
乃
ち
当
事
を
し
て
肝
階
を
整
え
桑
果
を
能
え
令
む
…
…
京

兆
、
漏
端
、
扶
風
と
界
を
接
す
。
二
郡
の
道
路
は
既
に
薇
崩
し
、
田
躊
又
荒

莱
し
、
人
斑
飢
凍
ダ
。
而
し
て
京
学
は
皆
整
頓
開
明
豊
富
に
し
て
常
に
雍
州

十
郡
の
最
た
り
。

と
の
べ
、
京
兆
郡
に
は
屯
田
民
以
外
に
一
般
民
が
屠
住
し
て
い
た
。

　
民
意
戸
口
の
正
確
な
数
字
は
わ
か
ら
な
い
が
、
か
り
に
前
掲
の
民

屯
関
係
郡
国
戸
ロ
合
計
の
半
数
が
民
器
従
事
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

そ
の
戸
数
は
し
め
て
二
四
六
、
九
四
八
と
な
る
。
帝
王
世
紀
に
『
景

元
四
年
、
蜀
平
定
の
年
（
二
六
竺
）
、
魏
蜀
を
合
計
し
た
戸
数
は
九
四

（91）9
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三
、
四
二
三
で
、
当
時
は
食
禄
復
除
等
の
特
権
階
級
が
多
く
、
そ
れ

に
加
え
て
凶
年
聖
篭
の
難
が
あ
り
、
実
際
政
府
の
使
役
ぞ
き
る
の
は

五
〇
万
戸
に
す
ぎ
ず
、
あ
た
か
も
漢
代
の
一
大
郡
の
戸
口
程
度
に
し

か
当
ら
な
い
』
と
の
べ
て
い
る
。
五
〇
万
戸
は
九
四
万
の
五
三
パ
ー

セ
ン
ト
に
当
る
か
ら
、
約
半
数
が
使
役
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
対
し
二
四
万
の
民
屯
戸
口
（
仮
定
）
の
し
め
る
比
重
は
ま
こ
と

に
大
き
い
。
降
っ
て
一
丁
元
年
（
二
八
○
）
天
下
統
一
時
の
戸
数
二
四

五
万
も
、
旧
例
を
適
用
し
て
そ
の
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
使
え
ぬ
と
仮

定
す
れ
ば
、
一
、
二
九
八
、
五
〇
〇
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
二
四
万

は
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
弱
に
当
る
。
つ
ま
り
実
役
者
（
乙
甲
の
課
戸
）
の

二
割
弱
が
旧
民
屯
従
事
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
軍

屯
従
事
者
は
い
く
ら
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
も
わ
か
ら
な
い
。
軍
屯
は

軍
人
の
行
う
も
の
で
あ
り
、
兵
戸
な
い
し
は
一
般
州
郡
民
の
丁
男
の

中
か
ら
徴
集
さ
れ
た
兵
士
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
れ
竜
か
り
に
民

屯
と
ほ
ぼ
同
数
と
み
れ
ば
、
軍
、
民
屯
従
事
者
が
庶
民
の
約
四
割
を

し
め
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
金
戸
口
二
、
四
五
九
、
八
四
〇
に
対

し
て
は
約
二
割
ぞ
あ
る
。
太
康
元
年
、
金
面
に
課
田
法
が
実
施
さ
れ

る
場
合
、
こ
れ
だ
け
の
人
民
を
、
と
く
に
一
般
民
か
ら
差
別
的
に
取

扱
う
必
要
が
生
じ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。

　
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
通
弊
に
し
め
さ
れ
た
よ
う

な
、
早
早
統
一
時
に
な
っ
て
急
に
国
家
に
把
握
さ
れ
て
く
る
九
八
万

の
戸
口
の
正
体
で
あ
る
。
（
第
2
表
）
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鰍陣1魏呉稟明暮

98

52

221

242

20
・

66263 28

↓94263

5394

147

245

280

11

100【
　　27
　　　　　　　じ　　　　　　

　100
藩卜譲σ比率

通典巻七，

　　歴代盛哀戸口による

　
聖
典
の
記
事
で
は
『
法
要
帝
諸
賢
元
年
…
…
九
州
仮
同
、
大
抵
編

戸
二
百
四
十
五
万
九
千
八
百
四
。
』
と
あ
り
、
そ
の
自
註
に

蜀
劉
禅
炎
興
元
年
、
則
魏
常
道
卿
公
衆
元
四
年
、
歳
次
癸
未
、
是
歳
魏
減
レ

蜀
、
頭
側
晋
武
勲
太
康
元
年
嚇
歳
次
庚
子
、
凡
一
十
八
年
、
戸
増
昌
九
十
八
万

六
千
三
百
八
十
一
一
口
増
晶
八
百
四
十
九
万
九
百
八
十
二
嶋
則
当
二
三
国
鼎
時

之
時
↓
天
下
通
計
戸
百
四
十
七
万
三
千
四
百
三
十
二
、
…
…

と
い
う
。
九
八
万
は
全
戸
口
の
四
割
を
し
め
る
大
き
な
数
で
あ
り
、

軍
民
屯
を
合
わ
せ
た
仮
定
数
の
二
倍
以
上
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
は
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従
来
、
　
日
和
見
的
で
あ
っ
た
漏
…
戸
が
、
　
大
勢
の
さ
だ
ま
る
と
し
ろ

に
集
合
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
通
典
の
記
事
の
よ
う

に
、
太
楽
舞
一
時
に
、
急
に
国
家
に
把
握
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
以
前

か
ら
、
次
第
に
把
握
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
か
は
不
明
ぞ
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
人
民
を
把
握
す
る
た
め
の
基
本
的
な

政
策
と
し
て
は
、
国
［
家
と
人
民
と
の
正
心
巾
な
対
立
関
一
係
（
す
な
わ
ち
か

れ
ら
を
良
民
と
し
て
包
容
す
る
こ
と
）
を
堅
持
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も

先
決
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
民
屯
廃
止

直
後
の
泰
始
年
間
に
、
晋
王
朝
の
と
っ
た
勧
農
政
策
が
、
全
地
方
官

を
通
じ
、
人
民
の
総
力
を
結
集
し
て
、
土
地
を
開
墾
し
、
そ
の
基
礎

の
う
え
に
土
地
保
有
農
民
の
設
定
を
は
か
る
と
い
う
方
向
に
む
か
っ

て
、
お
し
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
の
深
さ
を
充
分
に
認
め
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
政
策
こ
そ
、
所
属
不
明
の
多
く
の
簾
戸

を
、
国
家
の
掌
中
に
把
握
す
る
基
本
政
策
で
あ
り
、
豪
族
へ
の
抑
圧

策
で
も
あ
る
。
こ
う
み
て
く
る
と
民
屯
の
し
め
る
戸
口
は
、
最
初
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

重
要
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
第
に
そ
の
比
重
を
減
じ
て
ゆ
く
。

　
な
お
太
康
元
年
の
戸
口
内
訳
を
み
る
と
、
第
3
表
の
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
上
来
の
べ
て
ぎ
た
民
需
、
．
軍
屯
の
戸
戸
仮
定
数
に
、
漏
…

戸
を
合
計
し
た
も
の
を
課
戸
と
み
れ
ば
、
こ
れ
が
全
体
の
六
〇
パ
ー

セ
ン
ト
強
に
な
り
、
唐
の
財
宝
十
四
載
の
課
戸
、
　
不
課
戸
の
比
率

（
六
対
四
）
に
暗
合
す
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
と
っ
て
き
た
概
算
法
が
、

大
き
な
誤
を
お
か
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
（
第
4
表
）
。

　
典
農
都
民
屯
が
、
最
初
は
財
政
的
に
大
き
な
比
重
を
し
め
た
に
も

　　　（策3表）

晋ズく彦嚢ラ亡イr三戸「1

数 240ro，ooo総

髭塾

／0％強

10％強
409・o”

39％強

訳内

民屯　（イ反）　246，948

軍屯　（丁反）　246，948

詑鯖戸　　　 ．　　9SQ，000

それ以外　976，144

　　　（第4表）

π聾天宝一｛一rz…1；1‘虻窪穿戸

総 数 8914，709

訳

5349，2SO

3565，501

比率

60％強

40％弱

内

課戸

不諜戸

か
か
わ
ら
ず
、
内
外
の
事
情
か
ら
、
魏
の
滅
亡
と
時
を
同
じ
う
し
て

廃
さ
れ
、
つ
い
で
重
心
が
軍
屯
に
う
つ
っ
た
が
、
軍
屯
も
ま
た
、
天

下
統
一
と
と
も
に
不
必
要
に
な
る
。
晋
書
で
は
太
康
元
年
に
、
北
野

に
そ
な
え
て
行
わ
れ
た
軍
屯
の
記
事
を
最
後
に
、
八
王
の
乱
発
生
ま

そ
の
二
七
年
闘
、
屯
田
に
関
す
る
記
事
を
ほ
と
ん
ど
欠
い
て
い
る
。

民
屯
も
軍
屯
も
、
そ
の
美
女
に
し
め
る
比
重
の
大
き
さ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
や
が
て
廃
止
さ
れ
て
ゆ
．
く
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
戸
口
比

重
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
晶
撚
本
的
に
は
屯
田
が
非
常
事
態
、
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ま
た
は
特
別
事
情
の
た
め
に
行
わ
れ
る
措
置
で
、
国
家
権
力
と
人
民

と
の
基
本
的
対
立
人
材
か
ら
み
れ
ば
、
本
来
権
宜
的
な
性
格
を
も
つ

た
も
の
で
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
屯
田
の
権
宜

的
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

　
　
　
ロ
　
屯
田
の
性
格

　
軍
屯
、
民
屯
を
問
わ
ず
、
一
般
に
屯
田
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特

徴
を
あ
げ
て
み
る
と

　
e
屯
田
は
あ
る
一
定
の
地
域
を
定
め
て
行
う
も
の
で
、
こ
の
特
定

の
地
域
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
今
屯
苑
、
去
昂
裏
陽
一
三
百
余
里
、
諸
軍
散
屯
、

と
い
う
風
に
、
一
般
の
土
地
と
は
別
個
の
場
所
を
え
ら
ん
で
行
っ
た
。

井
上
晃
氏
は
屯
田
が
良
地
撰
、
択
主
義
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

　
　
　
　
⑥

い
ら
れ
る
が
、
屯
田
地
は
政
府
の
必
要
に
応
じ
て
、
適
当
な
土
地
を

え
ら
ん
で
行
う
も
の
で
、
全
国
的
に
み
れ
ば
散
在
的
で
あ
り
、
地
方

的
に
み
れ
ば
潅
河
南
北
地
帯
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
集
中
的
で
あ
る
。

　
⇔
屯
田
の
直
接
生
産
者
は
、
強
制
ま
た
は
募
集
に
よ
っ
て
集
め
ら

れ
た
も
の
ぞ
、
と
く
に
屯
田
民
、
屯
田
客
等
と
よ
ば
れ
、
人
民
で
は

あ
っ
て
も
一
般
州
郡
民
と
は
別
個
の
取
扱
を
う
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
⇔
屯
田
は
一
定
地
域
で
集
団
的
に
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

集
団
の
組
織
化
が
行
わ
れ
る
。
魏
末
、
斉
王
時
代
の
准
南
灘
北
の
屯

田
で
は
、
五
里
に
一
驚
が
あ
り
、
一
営
は
六
〇
人
で
、
一
人
当
り
五

　
　
　
　
　
　
⑨

○
畝
を
受
持
つ
た
（
晋
二
六
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
皿
N
の
威
寧
元
年

（
二
七
五
）
の
詔
に
は
、
田
兵
に
交
代
し
た
官
堅
雪
の
屯
田
が
、
司
馬

の
も
と
に
一
屯
五
〇
人
ず
つ
の
配
置
で
行
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
耕
作

法
を
、
屯
田
法
に
準
拠
し
た
や
り
方
だ
と
の
べ
て
い
る
（
晋
二
六
）
。

　
四
つ
ぎ
に
屯
田
民
の
収
取
形
体
で
あ
る
が
、
西
嶋
定
生
氏
は
篤
農

部
の
そ
れ
が
小
作
制
形
体
で
（
収
穫
物
の
定
率
都
分
が
行
わ
れ
v
こ

れ
が
漢
代
の
豪
族
支
配
下
の
小
作
農
罠
の
貢
租
と
同
率
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
⑩

と
を
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
典
農
部
民
屯
の
み
な
ら
ず
、
軍
屯

に
お
い
て
も
同
一
で
あ
る
こ
と
は
、
博
玄
の
上
鞍
中
に
も
の
べ
ら
れ

て
お
り
（
晋
四
七
）
、
軍
屯
、
民
業
を
通
じ
て
魏
晋
時
代
の
屯
田
に
共

通
の
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
魏
晋
時
代
の
屯
田
に
限
っ

た
こ
と
で
は
・
な
く
、
壁
代
の
屯
田
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
、
水
馬

注
…
巻
二
、
河
水
の
条
に

　
楽
日
苑
川
水
地
、
為
昌
龍
馬
之
沃
土
↓
　
故
馬
授
詰
丁
与
二
田
戸
一
中
分
目
自

給
上
也
、

の
例
が
あ
げ
ら
れ
、
同
様
の
こ
と
は
後
世
に
も
あ
る
。
北
魏
で
は
李

彪
の
意
見
に
よ
っ
て
、
州
郡
の
戸
口
の
一
割
を
屯
田
民
と
し
、
官
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勧農政策と占田課田（西村）

牛
を
給
し
て
＝
大
の
田
で
一
年
に
六
十
餅
を
納
め
さ
せ
、
そ
の
他
の

正
課
、
征
戌
、
雑
役
を
の
ぞ
く
こ
と
に
し
た
（
魏
書
李
彪
伝
及
び
食
貨

志
）
。
青
山
定
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
譜
代
の
屯
田
は
は
じ
め
は
篠
役
労
働

に
よ
り
、
安
史
乱
筆
は
民
を
雇
い
い
れ
て
行
い
、
法
条
以
後
は
佃
戸

に
小
作
せ
し
め
、
五
代
の
終
り
か
ら
宋
に
な
る
と
、
民
に
売
却
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
う
経
過
を
た
ど
っ
て
い
る
。
要
は
屯
田
が
官
営
農
業
で
あ
る
以
上
、

屯
田
の
耕
作
民
は
官
田
小
作
の
形
体
を
と
る
か
、
雇
傭
ま
た
は
無
役

と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
が
当
然
の
形
体
ぞ
あ
り
、
小
作
制
的
収
取
は
、

魏
晋
時
代
の
屯
田
に
か
ぎ
っ
て
、
特
別
に
み
ら
れ
る
現
象
ぞ
ば
な
い
。

　
以
上
列
挙
し
た
四
つ
の
特
徴
を
要
約
す
れ
ば
、
屯
田
と
は
国
家
の

軍
事
的
、
ま
た
は
財
政
的
必
要
か
ら
、
国
有
地
の
中
で
、
一
定
地
域

を
撰
択
し
て
集
団
的
、
組
織
的
に
行
わ
れ
る
国
営
農
業
で
、
国
家
と

直
接
生
産
者
と
の
関
係
は
、
官
役
、
雇
傭
ま
た
は
小
作
制
の
形
体
を

と
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
州
郡
民
は
異
っ
た
立
場
に

お
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
e
州
郡
は
自
然
の
都
市
、
村
落
の
集
合

の
う
え
に
つ
く
ら
れ
た
行
政
区
劃
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
全
国
を
お

お
う
も
の
で
あ
る
。
⇔
こ
れ
ら
の
居
住
民
は
所
謂
編
戸
の
良
民
で
、

⇔
農
業
は
居
住
地
周
辺
の
農
地
で
行
わ
れ
、
四
収
取
形
体
は
、
所
謂

正
課
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
儒
家
の
理
想
で
あ
る
か
ど
う
か
は
捌
と
し

て
、
一
応
十
一
の
税
（
ユ
ー
0
）
を
基
本
と
し
、
十
五
（
5
…
／
0
）
以
上
の

貢
租
を
支
払
う
よ
う
な
収
取
形
体
を
と
ら
な
い
の
を
原
則
と
す
る
。

　
そ
こ
で
屯
田
は
曹
魏
の
草
創
時
代
に
は
、
如
何
に
重
要
な
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
竜
、
そ
れ
が
特
殊
事
情
の
も
と
で
行
わ
れ
る
国
営
農

業
で
あ
り
、
全
人
民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
な
い
以
上
、
天
下
の
秩

序
が
回
復
し
た
暁
に
は
、
畢
寛
権
宜
の
処
置
と
し
て
対
立
関
係
の
基

軸
か
ら
は
ず
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
岡
崎
文
夫
氏
が
屯
田
策

を
権
宜
の
処
置
で
、
正
統
の
政
策
ぞ
は
な
い
と
さ
れ
る
の
は
正
し

⑫い
。
　
こ
れ
に
対
し
、
一
般
図
郡
民
（
良
民
）
の
農
業
生
産
な
い
、
し
そ

こ
か
ら
収
取
す
る
税
役
は
、
は
じ
め
は
さ
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
な

く
て
も
、
結
局
は
国
家
財
政
の
基
軸
と
し
て
、
後
に
な
る
ほ
ど
重
要

性
を
加
え
て
く
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
屯
田
以
外
の

良
民
へ
の
政
策
を
う
か
が
う
こ
と
と
し
よ
う
。

①
西
嶋
定
生
氏
、
前
掲
。

②
西
嶋
氏
前
掲
、
八
頁
、
一
四
頁
に
よ
る
。

③
魏
志
二
、
旨
旨
伝
、

④
晋
二
六
、
食
貨
志
お
よ
び
三
三
一
六
、
本
伝
。

⑤
続
漢
書
郡
国
志
、
司
隷
の
条
注
引
帝
王
世
紀
。

⑥
勧
農
政
策
の
詳
細
は
第
二
節
に
の
べ
る
。

⑦
魏
志
二
七
。
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⑧
井
上
晃
『
曹
魏
の
屯
田
に
つ
い
て
』
史
観
一
六
。

⑨
屯
田
面
積
一
人
三
五
〇
畝
と
い
う
計
算
は
西
嶋
氏
前
掲
五
四
頁
に
よ
る
。

⑩
蓉
嶋
氏
前
掲
四
七
頁
。

⑳
青
山
定
雄
『
唐
代
の
屯
田
と
営
田
』
史
学
雑
誌
六
三
の
　
。

＠
岡
崎
氏
前
掲
。

二
　
勧
農
政
策
の
展
開

　
勧
農
政
策
は
民
屯
廃
止
後
の
泰
始
年
聞
に
、
一
般
州
郡
民
を
対
象

に
、
全
国
的
な
規
摸
に
お
い
て
成
立
す
る
が
、
そ
れ
以
前
、
す
で
に

曹
操
の
時
代
か
ら
屯
田
と
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
便
宜
上
曹
操

時
代
を
前
期
、
魏
交
帝
時
代
以
後
民
屯
廃
止
ま
で
を
中
期
、
民
屯
廃

止
以
後
を
後
期
と
し
て
各
期
間
の
特
徴
を
の
べ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　
　
前
　
　
　
期

　
下
表
の
事
例
か
ら
、
曹
操
は
軍
人
に
土
地
を
開
墾
盲
せ
、
こ
れ
を

一
般
民
に
竜
分
与
し
た
よ
う
で
あ
り
（
第
四
例
）
。
夏
候
惇
は
将
士
を

ひ
き
い
て
農
業
を
勧
導
し
、
そ
の
成
果
を
郡
民
に
分
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
曹
操
時
代
の
軍
、
畏
屯
は
、
屯
田
の
み
に
終
始
せ
ず
、
屯

田
が
一
般
民
の
土
地
保
有
の
前
提
を
な
し
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
（
第
一
、
四
、
五
例
）
。
そ
れ
と
並
行
し
て
劉
虞
表
論
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
（
第
三
例
）
、
一
般
民
を
対
象
に
し
た
戸
口
墾
田
の

増
大
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。

済
陰
太
守
建
武
将
軍
　
夏
侯
惇

太
寿
水
を
た
ち
て
陵
と
な
し
、
身
自
ら
土
を
負
い
、
将
士
を
蹴
・
い
て
稲
を
種
う
る
こ
と
を
勧
む
、
民
そ
の
利
に
頼
る
。

二
　
八 　

　
一
　
「
京
兆
サ
　
　
郷
渾
　
　
　
－
　
．
　
．

一
二
九
劉
右
表
論

二
二
〇
以
前

応
態
上
表

一
　
　
t
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
1
　
1
　
1
魏
の
武
帝
、
護
砥
、
韓
浩
之
議
を
用
い
て
広
く
屯
田
を
建
て
、
又
征
伐
之
中
に
お
い
て
、
帯
甲
の
士
を
分
っ
て
宜
き
に
随
っ
て
開
墾
す
、
故
に
下
甚
だ
労
せ
ず
し
て
大
功
克
く
挙
ぐ
。

一
　
t
　
－
　
－

楊
州
刺
史
　
　
劉
酸

屯
田
を
広
め
、
筍
隙
、
茄
阪
、
七
門
呉
塘
の
二
二
を
修
め
、
二
っ
て
稲
田
に
流
ぐ
、
公
私
蓄
あ
り
、
歴
代
利
を
な
す
。

魏
九

一魏
ノ、

颯
一コに
一揖
一X

一皿一田

A

　
　
　
申
　
　
　
期

　
中
期
の
記
事
の
中
で
竜
つ
と
も
総
括
的
な
の
は
雁
書
食
貨
志
で
、

こ
と
に
煮
端
書
初
年
間
以
後
に
つ
い
て
は
『
四
方
郡
守
の
墾
田
の
功

に
よ
っ
て
国
力
が
豊
か
に
な
っ
た
』
と
冒
頭
に
の
べ
、
そ
れ
以
後
、

出
雲
時
代
に
わ
た
る
諸
事
例
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
帝
以
後
、
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地
方
郡
守
に
よ
る
墾
田
事
業
が
大
規
模
に
行
わ
れ
、
こ
れ
が
次
第
に

国
家
財
政
に
重
要
性
を
加
え
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
。

　
二
二
〇

1　
～
二
六

　
二
二
〇

2　
～
二
六

36　1　5　1　4

ニ
エ
六

～
三
八

二
四
九

二
四
九

四
方
郡
守

京
兆
太
守

　
　
二
丁

　　液

　　郡

鄭太
渾守

　涼
　州
徐刺
灘史

汝
南
太
守

　
　
鄙
野

武
威
太
守

　
　
苑
藁

黄
初
中
に
当
り
、
四
方
の
郡
守
田
を
葺
く
、
又
加

う
る
に
故
を
以
っ
て
す
。
国
用
置
し
か
ら
ず
。

百
姓
に
車
裂
を
と
っ
て
車
を
つ
く
ら
せ
、
牛
を

買
わ
し
め
「
、
二
年
中
に
編
戸
み
な
車
牛
あ
り
、

田
役
に
お
い
て
（
事
）
省
け
（
用
）
謄
る
：
：
・
・

京
王
遂
に
壁
書
な
り
。

蒲
相
二
県
に
お
い
て
破
塒
を
興
し
、
稲
田
を
開

く
、
郡
人
皆
お
も
え
ら
く
便
な
ら
ず
と
、
渾
お

も
え
ら
く
終
に
経
久
の
利
あ
り
と
、
遂
に
躬
ら

百
姓
を
ひ
き
い
功
を
興
し
、
一
冬
に
し
て
皆
成

る
。
比
年
大
卜
す
、
頃
畝
歳
ご
と
に
増
し
、
蔵

入
常
に
倍
す
。
郡
中
そ
の
利
に
頼
り
、
石
に
刻

ん
で
之
を
黒
し
、
号
し
て
鄭
阪
と
い
う
。

晋二
六

一51に
一日

A
魏

一
六

晋二
六

広
く
水
田
を
開
き
、
貧
民
を
募
っ
て
佃
せ
し
む
、
晋

家
々
豊
足
、
倉
庫
盈
澄
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、
二
六

郵
交
の
在
る
と
こ
ろ
、

豊
か
な
り

荒
野
開
關
、
軍
民
並
に

郡
に
到
っ
て
良
吏
を
え
ら
び
、
学
校
を
立
て
、

農
桑
を
勧
む
。

二魏
八

九晋
四

　
　
　
後
　
　
　
期

　
以
上
、
曹
操
～
明
帝
に
い
た
る
間
、
州
郡
は
勿
論
、
屯
田
に
お
い

て
竜
、
土
地
開
墾
の
基
礎
の
う
え
に
流
民
を
集
め
、
土
着
し
た
人
民

の
労
働
力
ぞ
、
さ
ら
に
土
地
を
開
墾
す
る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
、

P

岡
崎
文
夫
氏
が
『
三
国
魏
の
名
に
於
て
、
多
少
と
竜
北
支
那
秩
序
の

安
定
に
役
立
つ
た
政
策
は
、
む
し
ろ
屯
田
策
に
難
ず
し
て
漢
家
以
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
伝
統
た
る
墾
田
政
策
に
あ
る
』
と
い
わ
れ
る
の
は
、
全
く
正
鵠
を

え
た
も
の
で
あ
る
。
岡
崎
氏
の
指
摘
さ
れ
た
漢
以
来
伝
統
の
墾
田
政

策
と
は
、
賢
覧
で
は
所
謂
勧
農
政
策
の
こ
と
で
あ
る
。
岡
崎
氏
は
晋

で
は
こ
の
よ
う
な
正
統
政
策
の
実
現
が
挫
折
し
た
よ
う
に
解
さ
れ
る

が
、
民
屯
廃
止
後
の
泰
始
年
間
（
後
期
）
は
、
晋
王
朝
が
正
統
の
勧

農
政
策
の
完
遂
に
、
も
っ
と
も
力
を
注
い
だ
時
期
で
あ
る
。
そ
の
内

容
を
天
子
の
詔
勅
や
、
臣
下
の
上
疏
の
中
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、

　
一
、
泰
始
元
年
、
武
器
の
兄
、
斉
王
仮
の
奏
議
に
は

　
臣
聞
、
先
帝
之
教
、
莫
レ
不
箪
先
正
二
其
本
丁
　
務
レ
農
重
レ
本
、
国
之
大
綱
、

当
今
方
隅
清
穆
、
武
夫
釈
レ
甲
、
才
分
二
休
暇
輔
以
就
昌
農
業
↓
然
守
相
、
不
レ

能
蕊
勤
レ
心
憧
レ
公
以
尽
昌
地
利
軸
　
昔
漢
宣
釜
日
、
与
レ
論
理
二
天
下
一
者
、
惟
良

　
二
千
石
乎
、
勤
加
昌
賞
罰
↓
勲
防
幽
明
、
干
レ
時
融
然
、
用
多
昌
名
守
ツ
…
：
今

宜
厳
昌
勅
州
郡
↓
検
二
諸
虚
詐
害
レ
農
当
事
一
信
実
＝
南
畝
（
上
下
同
仁
レ
所
レ
務
、

則
天
下
之
穀
可
レ
復
晶
古
政
㎜
（
習
灘
八
）
、

と
あ
り
、
全
国
地
方
長
官
を
通
じ
て
、
農
事
に
全
力
を
結
集
す
べ
し

と
い
う
。

　
二
、
泰
始
四
年
正
月
骨
導
の
詔
に
は
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使
三
四
海
之
内
、
棄
レ
末
反
レ
本
、
競
レ
農
務
レ
功
、
能
奉
＝
宣
藩
士
禁
令
論
百
姓
勧

　
レ
事
楽
τ
業
者
、
其
唯
郡
守
長
吏
乎
、
先
レ
之
労
レ
カ
、
在
昌
於
不
つ
倦
（
晋
二
六
）
、

　
三
、
泰
始
四
年
こ
れ
に
つ
づ
い
て
下
馬
の
上
齢
し
た
便
宜
理
事
に

　
其
二
日
、
以
二
千
石
、
難
レ
奉
扁
務
農
之
詔
↓
　
猶
・
不
＝
…
勤
レ
心
墨
尽
二
地
利
↓

　
乱
序
氏
、
以
罵
墾
田
不
瓜
実
徴
↓
殺
昌
二
千
石
一
以
レ
十
数
、
臣
襲
業
為
、
宜
竿

　
申
晶
漢
氏
旧
典
↓
以
警
晶
戒
天
下
郡
県
↓
賦
金
篇
死
刑
一
督
歩
之
（
晋
四
七
）
、

　
四
、
泰
始
五
年
正
月
癸
巳
の
勅
に
は

　
勅
轟
戒
郡
国
計
吏
、
諸
郡
国
守
梱
上
長
（
務
尽
二
地
利
｛
禁
二
遊
食
商
販
一

　
其
休
暇
者
、
穿
下
与
＝
父
兄
輔
同
晶
出
勤
労
↓
豪
勢
不
レ
得
中
言
昌
役
寡
弱
↓
私

　
畑
刷
冊
令
名
上
　
（
皿
日
二
山
ハ
）
。

　
五
、
中
央
の
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
応
し
て
、
地
方
ぞ
も
汲
郡
太

守
王
宏
が
、
　
従
来
の
既
墾
地
の
農
耕
成
績
を
あ
げ
な
が
ら
（
熟
田
常

課
、
頃
畝
不
減
）
、
さ
ら
に
人
民
を
督
勧
し
て
五
干
余
頃
の
土
地
を
開

墾
し
て
お
り
、
こ
れ
が
司
歪
面
玉
石
難
に
認
め
ら
れ
て
、
天
子
の
上

聞
に
達
し
、
賞
と
し
て
穀
干
石
を
賜
っ
て
、
天
下
に
布
告
さ
れ
た
だ

け
で
な
く
、
急
に
衛
尉
、
河
南
歩
、
大
司
農
に
昇
進
し
て
い
る

（
晋
九
〇
）
。

　
ム
ハ
、
泰
始
中
、
急
熱
良
対
策
に
｛
心
じ
た
郡
読
は

　
　
自
頃
風
雨
難
吊
頗
不
ツ
時
、
考
晶
之
万
国
↓
或
境
土
相
接
、
而
豊
約
不
ヴ
同
∩

　
或
平
畝
相
連
、
而
成
敗
異
レ
流
、
…
…
有
司
惰
レ
職
蒲
不
ソ
勧
、
百
姓
殆
レ
業
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
而
餐
レ
時
、
非
レ
所
下
以
定
昌
人
志
一
致
串
豊
年
年
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

と
い
い
、
こ
の
対
策
が
上
第
と
な
っ
て
議
郎
に
拝
さ
れ
て
い
る
。

　
七
、
書
始
八
年
、
都
督
藁
葺
薩
州
諸
軍
事
と
し
て
平
中
に
嘉
し
た

扶
風
武
王
駿
が
、
将
兵
士
卒
と
と
も
に
力
を
合
わ
せ
て
、
一
人
当
り

お
し
な
べ
て
一
〇
畝
の
田
を
耕
作
せ
し
め
、
そ
の
成
果
を
帝
に
上
聞

し
た
結
果
、
全
国
州
郡
に
詔
を
下
し
て
、
農
事
を
務
め
さ
せ
た
こ
と

も
、
同
一
主
旨
に
則
っ
た
も
の
ぞ
あ
る
（
醤
三
八
）
。

　
八
、
さ
ら
に
泰
始
八
年
司
徒
石
萢
が
、
翠
玉
農
桑
殿
悪
罵
制
を
上

奏
し
て
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
石
苞
伝
に
よ
れ
ば
、
司
徒
の
橡
属
を

諸
州
郡
に
派
遣
し
て
、
地
方
の
農
耕
成
績
を
査
察
せ
し
め
る
制
度
で

あ
る
。
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
指
し
て
『
苞
弁
明

於
勧
業
、
百
姓
安
之
』
と
説
明
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
従
来
行
わ

れ
た
勧
農
政
策
の
整
備
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
通
言
田
逆

上
で
は
、
晋
武
帝
の
田
綱
の
冒
頭
に
こ
れ
を
か
か
げ
て
い
る
。

　
以
上
、
民
屯
廃
止
後
、
州
郡
農
桑
殿
最
之
制
が
で
き
る
ま
で
の
約

八
年
間
、
政
府
の
勧
農
政
策
の
中
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
天
子
の
詔
勅

ぞ
は
、
地
方
官
を
通
じ
て
、
裏
合
に
勧
農
政
策
を
徹
底
し
よ
う
と
し
て

お
り
、
詔
勅
の
発
布
を
う
な
が
し
た
斉
王
仮
や
、
傅
玄
の
上
疏
ぞ
は
、
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政
策
の
モ
デ
ル
を
沼
代
の
勧
農
政
策
に
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
晋
の
勧
農
政
策
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
、
繋
留
の
勧
農
政
策
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
大
要
を
の
べ
る
と
、
地
方
官
が
主
導

者
と
な
っ
て
、
管
轄
地
域
の
人
民
を
総
動
員
し
て
農
耕
に
は
げ
ま
せ
、

よ
り
一
層
の
増
産
を
期
す
る
こ
と
と
、
さ
ら
に
積
極
的
に
開
墾
し
て

墾
田
を
増
加
し
、
そ
の
基
礎
の
う
え
に
戸
口
の
増
大
を
は
か
る
こ
と

の
二
つ
を
主
体
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ス

　
陽
朔
四
年
、
成
帝
の
詔
に
は
『
先
帝
農
を
砺
め
、
そ
の
租
税
を
薄

く
し
、
そ
の
強
力
（
力
田
）
を
過
し
、
考
悌
と
科
を
同
じ
う
せ
し
む
。

そ
れ
二
幅
石
を
し
て
、
農
桑
を
勉
勧
し
、
心
隔
に
出
入
し
、
之
を
労

来
す
る
こ
と
を
致
さ
し
め
よ
』
（
漢
一
〇
）
と
あ
り
、
渤
海
太
守
襲
遂

は
『
民
に
勧
め
て
農
桑
を
務
め
…
…
春
夏
に
は
田
畝
に
趨
か
ざ
る
を

得
ざ
ら
し
め
、
秋
冬
に
は
収
漱
を
課
す
…
…
吏
民
皆
富
む
』
（
漢
八
九
）

は
前
者
の
場
合
ぞ
あ
り
、
南
陽
太
守
召
信
臣
は
『
躬
ら
耕
し
農
を
勧

め
、
野
隔
に
出
入
す
…
…
そ
の
化
大
い
に
行
わ
れ
、
郡
中
耕
稼
力
田

せ
ざ
る
は
な
し
。
百
姓
こ
れ
に
帰
し
、
戸
ロ
［
増
倍
す
』
（
漢
八
九
）
と

あ
り
、
建
初
元
年
、
山
陽
太
守
壮
心
は
『
数
十
頃
の
稲
田
を
興
起
し

た
』
（
後
漢
一
〇
六
）
の
は
後
者
の
場
合
で
あ
る
。

　
制
度
上
ぞ
は
、
郡
国
の
長
官
（
二
千
石
）
が
、
春
に
所
管
の
各
県
を

巡
行
し
て
勧
農
し
、
秋
冬
に
は
各
県
に
お
い
て
、
戸
口
、
墾
田
を
集

表
し
て
、
上
司
の
郡
国
に
報
告
す
る
。
郡
国
で
は
、
こ
れ
を
課
校
し

て
、
各
県
の
成
績
を
つ
け
る
（
殿
人
を
課
す
）
こ
と
に
な
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
後
漢
三
八
）
。
こ
れ
ら
墾
田
の
実
数
に
つ
い
て
は
、
記
録
台
帳
が
あ
り
、

中
央
か
ら
は
、
時
々
記
録
の
真
偽
を
検
察
し
、
も
し
届
出
と
実
数
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
誤
差
が
あ
れ
ば
、
度
田
不
実
の
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

農
業
面
に
お
け
る
、
人
民
へ
の
耕
作
勧
奨
を
も
と
と
し
て
、
地
方
の

充
実
を
計
る
こ
と
が
漢
意
の
勧
農
政
策
で
、
こ
れ
は
前
漢
か
ら
後
漢

に
な
る
と
益
女
強
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
前
述
の
よ
・
ジ
に
、
三
国

時
代
に
も
同
様
に
行
わ
れ
、
晋
が
民
屯
廃
止
後
、
全
国
的
に
施
行
し

た
も
の
も
、
こ
の
政
策
の
延
長
ぞ
あ
っ
た
。

　
た
だ
三
国
時
代
の
そ
れ
は
、
司
徒
石
苞
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

州
郡
農
桑
殿
最
之
制
と
い
っ
た
、
全
国
州
郡
を
お
お
う
も
の
と
し
て

の
規
模
が
で
き
て
い
ず
、
各
地
方
官
自
身
の
自
発
的
な
努
力
に
ま
っ

た
が
、
晋
の
泰
始
以
後
の
勧
農
政
策
は
、
か
つ
て
の
漢
代
に
お
け
る
場

合
と
同
様
に
、
中
央
政
府
の
統
一
的
な
司
令
の
竜
と
に
、
州
郡
民
一
般

を
対
象
と
し
て
劃
一
的
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
こ
の

政
策
に
は
、
旧
屯
田
民
へ
の
差
別
的
待
遇
ら
し
い
も
の
が
ど
こ
に
も

見
当
ら
な
い
、
と
す
れ
ば
旧
民
屯
従
事
者
は
、
普
通
の
州
郡
民
と
全
く
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同
一
の
良
民
に
改
編
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
く
な
く
と
も
、
民
屯

廃
止
後
の
晋
王
朝
の
勧
農
政
策
の
面
で
は
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
こ
の
こ
と
を
た
し
か
め
る
た
め
に
は
、
勧
農
政
策
の
完
結
点
と
し

て
成
立
し
た
、
占
課
田
法
そ
の
他
に
つ
い
て
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
馬
脳
崎
氏
誰
削
掲
、
　
一
五
六
、
　
七
｝
員
。

②
何
武
は
刺
史
と
な
り
、
部
を
行
る
時
に
、
手
当
に
入
り
詑
を
出
し
て
墾
田

　
の
頃
畝
、
五
穀
の
美
悪
を
問
い
、
そ
れ
が
終
っ
て
か
ら
二
千
石
と
面
会
す

　
る
の
が
常
で
あ
っ
た
（
漢
八
六
）
と
い
う
事
肇
ハ
は
墾
田
の
記
録
が
地
方
ご

　
と
に
存
在
し
た
こ
と
を
し
め
す
。

③
地
方
長
官
は
自
分
の
成
績
を
あ
げ
よ
う
と
し
て
虚
偽
の
申
告
を
す
る
よ
う

　
な
こ
と
が
あ
っ
た
（
後
漢
四
）
。
　
上
察
令
王
元
が
こ
の
罪
で
獄
死
せ
し
め

　
ら
れ
た
の
も
そ
の
一
例
（
後
漢
四
三
）
。
他
に
も
例
あ
り
（
後
漢
五
九
）
。

三
　
課
田
の
諸
問
題

　
　
　
イ
　
屯
国
と
課
田

　
上
述
し
た
勧
農
政
策
は
、
国
家
権
力
か
ら
人
民
へ
の
、
す
な
わ
ち

上
か
ら
下
へ
の
課
題
政
策
で
あ
る
が
、
勧
農
の
対
象
と
な
る
人
民
自

体
の
諸
条
件
に
関
す
る
配
慮
が
欠
け
て
い
る
。
さ
き
に
晋
の
勧
農
政

策
が
、
漢
の
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
を
の
べ
た

が
、
漢
代
に
は
勧
農
政
策
が
あ
っ
て
、
課
田
制
度
が
な
い
の
に
対
し
、

晋
の
勧
農
政
策
に
は
、
課
田
制
度
が
あ
た
ら
し
く
附
加
さ
れ
て
く
る

と
こ
ろ
に
大
き
な
発
展
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
経
緯
を
、
課
田

法
成
立
以
前
の
魏
晋
の
事
例
に
求
め
る
と
、
そ
の
材
料
は
一
般
州
郡

の
側
に
み
ら
れ
ず
、
屯
田
の
中
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
屯
田
の
場

合
顕
著
な
ご
亡
は
、
課
耕
面
積
の
割
当
数
量
が
、
し
ば
し
ば
挙
示
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
て
い
る
こ
と
ぞ
、
澹
河
南
北
の
屯
田
ぞ
は
、
一
人
五
〇
畝
宛
、
夕

涼
州
地
方
に
お
け
る
扶
風
狂
王
駿
の
場
合
は
、
将
帥
、
丘
ハ
士
一
人
宛

一
〇
敵
（
晋
三
八
）
五
〇
畝
と
一
〇
畝
と
で
は
相
当
の
差
異
が
あ
る
が
、

前
漢
宜
帝
時
代
、
趙
王
国
の
対
禿
屯
田
で
は
、
　
一
人
六
二
〇
畝
（
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

六
九
）
三
代
の
例
で
は
一
人
三
五
〇
～
七
〇
畝
ぞ
、
そ
の
時
の
事
情

に
よ
り
広
狭
は
あ
る
が
、
一
人
宛
五
〇
畝
は
決
し
て
無
理
た
面
積
で

は
な
い
。
晋
書
に
あ
る
傅
玄
上
疏
の

　
近
魏
初
課
田
、
不
レ
務
レ
多
昌
其
頃
畝
（
務
脩
昌
其
功
力
↓
…
…
自
頃
以
来
、

　
日
増
＝
田
頃
畝
之
課
↓
二
男
兵
益
甚
（
晋
二
三
）
、

と
い
う
も
の
は
、
屯
田
の
臨
写
制
度
の
変
遷
を
、
魏
初
と
活
初
と
の
両

時
期
の
比
較
の
う
え
に
の
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
御
初
の
屯
田
が
面

積
は
少
く
て
も
集
約
的
で
収
穫
を
あ
げ
る
こ
と
を
界
標
と
し
た
が
、

著
に
な
る
と
、
割
当
面
積
が
多
く
な
っ
て
、
粗
放
で
収
穫
の
少
い
農

業
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
魏
初
の
屯
田
が
、
軍
糧
生
産
と
直
結
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し
て
い
た
の
に
対
し
、
晋
に
な
っ
て
、
軍
・
糧
生
産
の
み
で
な
く
、
開
墾

が
主
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
般
州
郡
に
も
屯
田
に
も
、

政
府
は
ひ
と
し
く
課
耕
政
策
を
行
い
な
が
ら
、
面
積
割
当
の
こ
と
が

一
般
骨
髄
側
に
み
ら
れ
ず
、
屯
田
の
側
に
の
み
こ
れ
が
存
在
す
る
こ

と
は
、
屯
田
が
国
有
地
で
集
団
農
法
を
行
う
た
あ
、
組
織
的
な
農
法
が

実
施
さ
れ
た
結
果
、
一
人
宛
の
耕
作
面
積
も
均
等
に
配
分
す
る
こ
と

が
ぞ
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
広
大
な
屯
田
地
が
州
郡
民
に
開
放

さ
れ
た
場
合
、
引
続
い
て
課
目
制
度
が
行
わ
れ
る
と
せ
ば
、
面
積
の
割

当
が
、
重
要
な
条
件
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で

あ
る
。
か
く
て
占
課
田
法
は
歴
代
以
来
の
伝
統
的
な
勧
農
政
策
の
基

軸
の
う
え
に
、
屯
田
の
組
織
的
農
法
中
の
面
積
割
当
制
を
加
え
た
形

に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
ぞ
あ
る
。
従
来
、
国
有
地
の
屯
田
に

お
い
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
面
積
割
当
制
を
、
晋
に
な
っ
て
伝
統
的

な
勧
農
政
策
の
中
に
お
り
こ
む
こ
と
が
ぞ
き
た
の
は
、
土
地
が
あ
り

あ
ま
っ
て
戸
口
が
少
く
、
容
易
に
土
地
の
割
当
が
可
能
で
あ
っ
た
客

観
状
勢
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
口
　
課
霞
と
丁
申
、
税
役

　
面
積
割
当
制
と
な
れ
ば
、
脱
型
制
度
と
、
受
田
面
積
と
の
か
み
あ

わ
せ
が
不
可
分
の
関
係
に
た
つ
。
藤
代
で
は
、
丁
中
制
は
篠
役
年
限

と
の
関
係
に
お
い
て
こ
そ
重
要
な
意
義
を
も
つ
た
が
、
晋
で
は
、
課

田
と
の
不
可
分
な
関
係
と
し
て
法
制
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
丁

男
五
〇
畝
、
擁
壁
二
〇
畝
の
規
定
で
あ
る
（
資
料
、
第
－
衰
）
。

　
こ
の
中
、
食
貨
志
の
『
其
外
丁
男
課
田
』
は
、
紅
皿
に
は
『
其
丁

男
課
田
』
晋
故
事
に
は
『
凡
落
丁
課
田
』
と
あ
り
、
こ
れ
ら
は
了
男

全
般
へ
の
規
定
と
み
ら
れ
る
。
課
田
面
積
割
当
上
で
問
題
に
な
る
の

は
、
『
獄
則
不
課
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
丁
女
二
十
畝
と
あ
る

（第1表）

「
晋
書
食
貨
志
τ
翼
・
型
及
び
丁
1
初
学
記
晋
肇

制
田

男
子
一
人
占
田
七
十
畝
女
子
三
＋
畝
其
辺
二
男
課
田
五
十
二
丁
女
二
＋
畝
　
次
丁
目
半
二
女
則
不
当

男
子
一
人
占
田
七
十
畝
女
子
蕪
＋
畝
其
丁
男
課
田
五
十
畝
丁
女
こ
＋
畝
　
次
丁
男
半
之
女
則
不
毛
（
巻
一
）

凡
民
丁
課
田
夫
五
十
畝

中
男
女
年
＋
六
已
上
六
十
為
正
丁
十
五
已
下
至
十
三
　
六
十
一
已
上
　
至

男
子
年
十
六
以
上
簗
六
十
為
丁
丁
　
十
五
以
下
至
十
三
　
六
十
以
上

丁

老已六
小下十
　六五
不十為
事六次
　巳丁
　上
　　十
　為二

至
義
パ
ー
↑
五
為
次
二
十
・
二

以
下
六
十
六
以
上
為
老

小
　
不
二
（
巻
七
）

の
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
女
（
次
丁
女
）
と
み
る
の
が
自
然

　
　
　
③

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
丁
中
の
労
働
能
力
に
応
じ
て
受
田
す
る
こ
と
は
、

今
後
の
均
田
法
規
を
通
じ
て
つ
ね
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
課
田
の
税
制
を
考
察
し
よ
う
。
（
資
料
、
第
2
表
）
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軍
日
灘
口
食
貨
士
心

通
典
賦
二
上
　
初
学
記
晋
故
鄭

（第2表）

税制（正課）

又
制
戸
調
之
式
、
丁
男

工
戸
、
歳
輸
絹
三
匹
綿

弓
斤
、
女
及
次
丁
三
半

輸
、
其
諸
辺
郡
或
叢
分

之
二
、
遠
者
三
分
之
一
、

夷
人
輸
鋳
布
、
戸
一
距
、

遠
者
或
一
丈

　税制
（不課田者）

人五輪（
二語義遠
＋’米夷④
八極戸）
文藻三不
　者角斗課

　輸’田
　算二者
　銭者’

制
戸
調
之
式
（
以
下
、

晋
書
食
貨
志
に
同
じ
）

（
巻
四
）

不
課
唖
者
、
輸
義
米
（
戸
）

三
餅
、
遠
者
五
斗
、
極

転
婆
輸
算
銭
人
二
十
八

文

凡
民
丁
課
田
、

夫
五
＋
畝
、
収

租
四
鮒
、
輌
絹
三

匹
三
三
斤

　
右
の
税
制
の
内
容
を
分
類
蓑
示
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る

3
表
A
。
B
）
。

（
第

（第3表）A中国

　詰
酎私
象
　　覚

1
1
m欝i

課

者

［
不
課
・
葦

戸
　
　
調

一
・
租

丁
男
の
戸

［
謬
匹
、
綿
万
四
鮒

コ
桑戸

匹

壷匝

義田
米

噸上

敷
鐵
三
右
・
ユ
・

｝
同
上

諸
辺
郡

天
笠
∴

一
・
上
｝

遠
　
　
者

ユ
3

一
嗣
上

五
斗

（第3表）B
　夷人

　夷　夷
　人
　の　人
（遠
極者
遠
者

v

麓
範
・
人
覆
二
八
文

　
　
（
税
目
の
極
一
一
が
夷
人
中
に
入
る
べ
ぎ
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
確
信

　
　
は
な
い
が
、
　
一
応
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
後
考
に
そ
な
え
る
。
）

　
晋
の
税
制
は
男
女
別
、
丁
中
吊
、
華
巣
窟
に
区
分
さ
れ
、
中
華
の

う
ち
を
さ
ら
に
内
部
と
辺
遠
と
に
わ
け
て
い
る
。
初
学
寵
晋
故
事
に

よ
れ
ば
、

　
凡
民
丁
課
レ
田
、
夫
五
十
畝
、
収
牛
込
四
餅
↓
絹
三
匹
、
縣
三
斤
、
凡
属
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
升
？

諸
侯
↓
皆
減
一
「
租
穀
畝
一
斗
↓
計
レ
所
レ
減
以
増
一
【
諸
侯
↓
　
網
戸
一
匹
、
以
昌
其

絹
一
一
一
一
諸
侯
秩
↓
又
分
昌
民
一
戸
三
升
↓
以
為
＝
諸
侯
奉
↓
其
余
昌
昌
旧
調
絹

×
？
　
　
　
　
　
　
　
盤
？

二
戸
玉
込
、
三
三
斤
、
三
三
昌
三
惑
円
九
品
相
通
、
」
豊
北
謁
入
潮
官
門
自
如
昌

旧
制
↓

と
あ
り
、
こ
れ
は
課
田
者
の
租
調
の
規
定
ぞ
あ
る
。
『
凡
属
諸
侯
』
以

下
の
文
は
、
数
字
の
上
に
誤
が
あ
る
よ
う
ぞ
難
解
だ
が
、
諸
侯
封
国

内
に
お
け
る
課
田
老
の
租
調
を
、
政
府
と
諸
侯
と
に
配
分
す
る
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
規
定
ぞ
あ
る
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
い
ま
こ
こ
で
必

要
な
の
は
、
諸
侯
関
係
の
竜
の
を
除
く
課
田
者
の
租
調
規
定
だ
け
ぞ

あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
と
、
こ
こ
に
か
か
げ
ら

れ
た
課
田
の
調
ぞ
あ
る
絹
三
匹
、
縣
…
三
宅
は
食
貨
志
、
主
典
の
も
の

と
同
額
ぞ
あ
る
。
た
だ
前
者
に
は
田
祖
額
が
明
示
し
て
あ
る
の
に
、

後
者
に
こ
れ
が
な
い
の
は
脱
落
し
た
竜
の
で
あ
ろ
う
。
晋
に
田
祖
の
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⑥

あ
っ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
吉
田
虎
雄
氏
が
指
摘
さ
れ
、
最
近
、
天
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

元
之
助
氏
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
す
な
わ
ち
愛
書
の
本
紀
に
は
、

『
復
昌
天
下
租
畑
島
（
泰
始
元
年
）
『
囚
方
水
盤
甚
者
、
無
レ
出
二
田
穏
』

（
太
康
三
年
）
（
晋
三
）
『
復
二
租
調
一
年
一
』
（
永
煕
元
年
）
『
戸
調
田
租

三
分
減
レ
一
』
　
（
永
康
元
年
）
（
普
四
）
な
ど
、
田
租
の
あ
っ
た
こ
と
を

明
示
す
る
記
事
が
あ
り
、
こ
と
に
租
調
ま
た
は
戸
調
、
田
租
と
並
称

さ
れ
た
事
例
も
あ
る
か
ら
、
戸
調
、
田
租
が
と
も
に
徴
収
さ
れ
た
こ

と
は
忍
な
い
。
な
お
不
二
田
者
と
は
、
免
課
の
特
権
階
級
と
鰯
課
の

芝
煮
等
労
働
力
の
な
い
も
の
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
晋
の
戸
調
、
田
租
を
回
書
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
第
4
表
の
よ
う

に
な
る
。

（第4表）

田F

租調

　
　
晋

絹
三
匹
、
綿
三
斤

租
四
解

　
比

「
、
五
対
「

二
対
一

魏
（
漢
建
安
九
年
）

編
二
匹
、
綿
二
二

畝
税
四
升
（
五
〇
畝

と
し
て
租
二
見
）

、

　
魏
の
戸
越
規
定
は
建
安
九
年
の
も
の
で
、
曹
操
の
創
業
時
代
で
あ

り
、
屯
田
を
軍
国
財
政
の
主
軸
と
し
て
い
た
時
で
あ
る
か
ら
、
一
般

民
へ
の
課
税
は
む
し
ろ
第
二
義
的
で
あ
り
、
懐
柔
政
策
の
意
味
か
ら

い
っ
て
も
、
軽
い
の
が
常
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
晋
の
中
国
統
一

後
の
税
制
は
、
政
府
対
庶
民
の
基
本
的
対
立
関
係
の
う
え
に
で
き
あ
，

が
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
財
政
の
基
本
と
し
て
の
重
要
性
か

ら
、
こ
の
程
度
の
増
額
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
西
嶋
定
生
氏
が
、
二
二
の
田
租
額
の
差
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
課

三
民
の
差
別
待
遇
を
論
じ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
天
野
民
は
民
望
廃
止

後
の
新
設
郡
県
民
に
『
政
役
を
均
し
う
し
た
』
と
い
う
事
実
（
魏
四
）

を
、
西
嶋
氏
の
よ
う
に
兵
役
の
均
等
と
解
せ
ず
、
臨
調
の
面
に
も
拡

大
解
釈
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
善
言
』
の
文
字
か
ら
だ
け

で
は
、
税
の
意
味
は
で
て
こ
な
い
が
、
断
書
食
貨
志
に
戸
締
式
を
掲

げ
た
後
『
是
時
天
下
無
事
、
賦
税
平
均
、
人
威
安
講
盛
業
ハ
而
楽
昌
其

事
齢
』
と
あ
り
、
太
康
統
一
時
に
は
、
全
人
民
の
闘
に
徴
税
上
の
差

別
待
遇
は
存
在
し
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
湖
及
し
て
課

田
制
開
始
当
時
（
泰
始
の
は
じ
め
）
に
お
い
て
も
、
戸
調
帯
発
布
当

時
と
同
様
に
、
徴
税
上
の
差
別
が
な
か
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
り
、
わ
た
く
し
も
課
田
の
税
額
に
一
般
民
と
の
差
別
待
遇
が

な
い
と
す
る
立
場
に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
西
嶋
氏
の
税
制
に
対
す

る
見
解
に
は
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
州
郡
民
と
課
田
民
と
の
間
に
、
氏
の
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
何
等

か
の
差
異
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
は
全
然
同
一
の
も
の
で
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あ
っ
た
の
か
が
、
何
よ
り
も
さ
き
に
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

て
こ
の
た
め
に
は
、
き
わ
め
て
零
細
な
税
制
関
係
資
料
だ
け
で
は
明

確
な
解
答
は
え
ら
れ
な
い
。
結
局
こ
れ
は
占
課
田
制
そ
れ
自
身
の
正

体
を
つ
き
と
め
な
け
れ
ば
解
決
ぞ
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
税
制
の
項
ぞ
こ
れ
以
上
た
ち
い
る
こ
と
を
や
め
、
こ
こ
で
は
課

田
の
田
租
が
、
収
入
の
五
割
以
上
を
収
取
す
る
よ
う
な
小
作
料
で
は

な
か
っ
た
こ
と
の
み
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
そ
の
他
の
こ
と
は
土

地
問
題
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
の
ち
の
均
田
制
時
代
を
も
通
じ
て
、
人
民
に
と
っ
て
も
っ

と
も
重
い
負
損
と
さ
れ
る
得
役
問
題
（
兵
役
を
ふ
く
む
）
を
概
観
す
る

と
、
当
時
の
径
役
は
大
別
し
て
㈲
灌
概
等
、
再
生
産
の
た
め
に
行
わ

れ
た
も
の
、
⑧
農
業
生
産
を
妨
害
し
、
民
生
を
轟
け
る
も
の
と
し
て

非
難
さ
れ
た
竜
の
、
の
二
種
類
に
わ
け
ら
れ
る
。
㈲
を
第
5
表
に
⑧

を
第
6
表
に
し
め
す
。

　
㈲
形
の
も
の
は
年
代
的
に
は
、
後
の
二
例
を
除
く
ほ
か
は
、
み
な

晋
の
天
下
統
一
以
前
の
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
篠
役
に
よ
る
農
業
政

策
の
成
果
が
、
天
下
統
一
の
た
め
の
大
き
な
力
と
な
っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
張
團
の
場
合
は
、
樒
役
を
檀
興
し
た
と
い
う

の
で
一
度
免
官
さ
れ
た
が
、
結
局
、
功
績
が
大
き
い
と
の
理
由
で
復

A（第5表）

8　7　6　5　4　3　2　1910

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

劉
復
、
所
場
を
つ
く
り
稲
田
に
そ
そ
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魏
1
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

質
逡
、
賛
侯
渠
を
つ
く
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魏
1
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
幅
、
民
を
役
し
て
稲
田
を
開
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魏
1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鄭
渾
、
民
を
役
し
て
肇
を
つ
く
り
比
年
大
収
　
　
舐
．
幡

成
国
渠
を
つ
く
り
三
千
肇
良
墜
な
る
　
　
　
皿
．
謡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晋
2
6

夏
侯
和
、
三
渠
を
お
さ
め
田
千
五
百
頃
に
そ
そ
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

漢
の
肇
に
し
た
が
い
郡
墨
吏
、
全
般
的
に
阪
婁
修
理
皿
．
｝
2
6

耀
晒
鎌
灘
霧
・
て
新
懲
　
つ
　
　

聾
轟
論
鴇
遥
遠
⇔
ビ
議
磐
纏
熔
誘
撃
・
認

職
さ
れ
て
お
り
、
再
生
産
の
た
め
に
す
る
得
役
は
、
成
功
さ
え
す
れ

ば
賞
揚
さ
れ
て
も
非
難
さ
れ
る
竜
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
み
な
特
筆
す
べ
き
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
天
下
統
一
以
後
の

西
翠
に
、
こ
の
種
の
役
が
ほ
と
ん
ど
み
え
な
い
の
は
、
一
応
水
利
事

業
が
完
成
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
以
後
は
こ
の
基
本
線
に
そ
い
つ

つ
、
人
民
の
全
般
的
な
課
田
、
な
い
し
正
規
の
後
腰
の
中
に
吸
収
さ

れ
て
ゆ
く
竜
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
⑬
形
の
潮
干
は
農
業
生
産
を
妨
害
し
た
役
を
指
摘
し

た
も
の
図
ぐ
○
例
、
奢
修
等
無
用
の
役
を
非
難
し
た
も
の
㈹
一
一
例
、

極
端
な
濫
役
を
非
難
す
る
竜
の
確
の
一
八
例
と
な
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
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働農政策と占闇闇田（西村）

B
（
第
6
蓑
）

国
名

321
蜀呉呉

18　17　16　15　14　13　12　11　10　9　8　7　6　5　4

呉呉　呉　呉呉呉魏魏魏魏魏魏魏魏魏
交
書
の
種
類

酪
統
上
言

沈
桁
上
雪
口

三
雲
上
言

鐘
鱗
上
工

高
柔
上
言

和
治
上
言

辛
眈
上
言

酬
攣
言

高
堂
隆
上
言

王
蒲
上
言

五
行
志

斉
王
詔
’

華
獲
上
言

五
行
志

五
行
志

永
安
元
年
詔

五
行
志

葬
螢
上
言

事

項

丁
夫
少
し
、
戸
に
は
残
老
が
多
い
、
兵
と

な
る
も
の
困
苦

他
役
を
や
め
て
農
を
つ
と
め
よ

兵
革
に
か
か
っ
た
罠
に
田
宅
を
与
え
、
業

に
復
し
て
か
ら
役
卜
せ
よ
、
先
主
こ
れ
に

従
う

民
は
役
に
つ
か
る
、
豊
年
を
ま
っ
て
役
せ

よ
（
亟
征
に
際
し
）

役
多
く
限
作
者
減
少

役
多
く
農
廃
る

宮
室
の
役
を
諌
む

土
水
お
こ
り
農
時
を
失
う

百
役
繁
興

官
思
£
の
役
が
盛
ん
で
農
時
を
失
う

魏
の
樗
蚕
役
多
し

道
路
を
作
る
の
に
老
小
を
役
す
、
今
後
か

か
る
こ
と
を
戒
め
よ

孫
亮
、
役
多
し

諸
葛
恪
、
濫
費

孫
亮
、
役
多
く
軍
土
う
ら
む

諸
吏
の
家
、
一
戸
に
三
人
、
五
人
役
に
出

て
家
事
を
経
護
す
る
も
の
な
し
、
一
人
を

と
ど
め
よ

孫
艦
の
遷
都
で
役
多
し

滅
亡
前
夜
の
呉
、
刑
役
重
し

種役

出
典
羅

xxz蜀呉呉
2｝ﾝ26

ZZ　Z　Z・　ZZ　Z　ZYZ　YYXXX
呉晋　呉　晋晋晋魏晋魏魏魏魏魏魏魏
8　28　3　28　27　29　4　27　13　25　3　25　23　24　／3

39　38　37　36　35　34　33　32　31　30　29　28　27　26　25　24　23　22　21　20　19

南後前前後後後前前晋晋晋晋晋晋晋晋晋警晋晋
王
溶
上
言

院
二
上
言

劉
頸
上
言

漢
翼
上
言

庚
義
春
雷

　
　
王
義
之
上
言

　
　
威
安
二
年
詔

　
　
萢
織
上
言

　
　
苑
範
上
雪
隣

　
　
萢
靱
上
言

　
　
太
元
四
年
詔

　
　
王
恭
審
蹟

前
開
劉
漿
事
蹟

前
趙
劉
旺
事
蹟

後
趙
石
季
龍
馨
蹟

後
趙
章
談
上
言

後
趙
石
季
龍
事
蹟

前
燕
申
紹
上
言

前
秦
・
石
取
上
詳
．

後
燕
慕
容
熈
事
蹟

南
二
成
公
絞
上
言

対
呉
国
境
地
帯
、
巴
郡
の
役
は
強
烈
で
男

の
子
は
殺
す
、
太
守
王
溶
、
筏
課
を
軽
く

す役
煩
な
れ
ば
百
姓
轟
朱
を
失
う

役
を
や
め
て
農
を
利
せ
よ

東
土
役
多
く
、
百
姓
逃
亡

役
重
く
、
百
姓
は
凋
残

役
の
逃
亡
奮
を
そ
の
家
や
同
伍
者
に
課
補

せ
し
め
る
事
実
を
指
摘

役
や
ま
ず
、
軍
國
の
戎
祀
以
外
、
革
飾
、

煩
費
の
も
の
は
省
け

役
多
く
子
を
養
わ
ず
三
日
の
体
日
も
な
い

散
居
の
流
人
は
両
三
か
ら
嚇
せ
ら
れ
る

役
に
際
限
な
し
、
戸
口
減
少
も
当
然

軍
国
の
要
務
以
外
の
役
を
止
め
よ

百
姓
を
役
し
て
仏
寺
建
立

宮
室
を
興
造
し
て
役
作
昼
夜
を
兼
ぬ

陵
を
作
っ
て
昼
夜
民
を
役
す

洛
陽
宮
の
作
者
四
〇
余
万

農
事
に
か
か
わ
ら
ず
作
役

長
安
、
洛
陽
宮
の
役

民
に
私
業
せ
し
め
る
余
裕
を
あ
た
え
よ

溜
…
橋
を
い
と
な
み
農
時
に
宝
四
あ
り

龍
騰
苑
を
つ
く
り
、
士
卒
休
息
で
き
ず

慕
蒔
田
、
役
多
し

－晋邸欝器器器
z
『
。

80　73　73　46　52 42
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う
ち
、
臣
下
の
諌
言
が
と
く
に
多
く
、
三
九
例
中
、
二
三
例
で
、
こ

れ
ら
は
当
時
の
官
僚
の
間
ぞ
の
支
配
的
な
意
見
と
見
ら
れ
る
。
ま
た

詔
勅
と
し
て
だ
さ
れ
た
も
の
四
例
、
五
行
志
の
意
見
五
例
、
そ
の
他
、

事
実
を
指
摘
し
た
も
の
七
例
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
す
べ
て
を
つ
く
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
体
以
上
の
事

実
か
ら
、
当
時
の
役
の
性
格
を
考
え
る
と
、
e
篠
役
は
農
業
生
産
の

時
期
を
妨
害
し
な
い
範
囲
ぞ
行
う
こ
と
、
⇔
再
生
産
の
た
め
に
役
立

つ
役
は
と
く
に
賞
揚
さ
れ
る
が
、
⇔
支
配
者
側
の
奢
移
の
た
め
に
す

る
役
は
非
難
さ
れ
る
、
㈱
軍
国
の
要
務
と
み
ら
れ
る
役
は
論
義
の
か

ぎ
り
ぞ
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
要
は
農
業
生
産
、
民
生
安
定
、
軍

国
の
要
務
等
に
関
す
る
役
は
、
時
期
さ
え
誤
ら
ね
ば
か
ま
わ
ぬ
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
日
数
規
定
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
か
く
て
人

民
に
土
地
を
わ
り
あ
て
、
正
課
を
収
取
し
て
民
生
を
安
定
せ
し
め
、

専
制
国
家
の
直
接
支
配
下
に
人
民
を
掌
握
し
て
、
軍
国
の
要
務
の
た

め
に
使
役
す
る
と
い
う
体
制
の
も
と
に
、
占
課
田
綱
の
税
役
体
系
が

で
き
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
　
ハ
　
課
田
制
成
立
の
沿
革

　
以
上
、
漢
以
来
の
伝
統
的
な
勧
農
政
策
の
う
え
に
、
屯
田
の
面
積

割
当
制
が
加
わ
っ
た
結
果
、
受
田
制
、
時
雨
制
を
当
然
と
も
な
っ
た

も
の
と
し
て
の
課
田
制
度
が
成
立
し
た
こ
と
を
の
べ
た
。
こ
の
間
の

官
制
上
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
e
民
屯
廃
止
の
あ
と
を
う
け

て
、
全
国
的
な
勧
農
政
策
が
開
始
さ
れ
、
泰
始
八
年
に
い
た
っ
て
こ

れ
が
整
備
さ
れ
る
。
　
⇔
右
と
並
行
し
て
民
屯
廃
止
の
初
年
（
威
煕
元

年
）
晋
令
作
成
に
着
手
、
泰
始
三
年
に
佃
令
、
戸
七
転
を
ふ
く
め
て

　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
布
令
が
成
立
す
る
。
こ
の
時
す
で
に
、
課
田
法
も
付
随
し
て
行
わ

　
　
　
　
　
　
⑨

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
場
合
、
宮
崎
市
定
氏
の
論

定
さ
れ
た
よ
う
に
、
旧
屯
国
地
が
凝
望
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。
⇔
太
康
元
年
、
天
下
統
一
後
に
、
晋
戸
調

令
の
施
行
細
則
と
し
て
　
戸
調
式
が
発
布
さ
れ
、
こ
こ
に
従
来
の
勧
農

政
策
は
、
占
課
田
法
と
な
っ
て
施
行
さ
れ
る
。
四
馬
始
以
来
設
置
さ

れ
て
い
た
中
央
政
府
の
六
曹
（
吏
部
、
三
公
、
客
曹
、
駕
部
、
屯
田
、
度

支
）
中
の
屯
田
尚
書
は
、
継
継
中
に
廃
さ
れ
て
、
田
曹
尚
書
が
設
置

さ
れ
る
（
晋
一
四
）
。

　
屯
圏
が
田
曹
に
か
わ
っ
た
こ
と
が
何
を
音
戸
蝕
す
る
か
は
、
職
官
志

の
記
事
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
東
晋
明
記
の
世
、
建
寧
県
開
国
公
温

嬌
の
上
奏
し
た
軍
国
要
務
の
第
二
に
、

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
パ

　
今
不
耕
之
夫
、
動
　
　
万
計
、
愚
慮
昌
勧
課
之
制
納
冬
綾
品
川
租
心
配
嚇
下

膨
レ
臼
知
レ
施
、
　
惟
賦
是
聞
、
　
賦
不
レ
可
一
一
以
已
一
　
巌
一
レ
田
心
レ
ム
下
5
｝
臼
野
鴨
有
昌
股
実
一
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可
徒
置
一
・
［
田
曹
縁
一
州
一
人
目
勧
昌
課
農
桑
畔
察
昌
吏
能
否
一
画
宜
昌
依
レ
三
囲
ツ

之
、
…
…
（
晋
六
七
）

　
と
あ
る
も
の
に
よ
れ
ば
、
泰
始
八
年
の
州
郡
農
桑
殿
最
之
制
が
成

立
し
た
時
に
、
州
郡
の
農
業
成
績
を
督
察
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た

司
徒
橡
属
は
（
晋
三
三
）
こ
の
注
意
…
掠
で
あ
り
、
こ
れ
が
勧
農
を
行
い

そ
の
成
果
を
督
察
し
た
。
し
た
が
っ
て
太
康
中
に
屯
田
尚
書
を
廃
し

た
か
わ
り
に
二
曹
尚
書
が
お
か
れ
た
の
は
、
天
下
統
一
と
と
も
に
軍

屯
廃
止
の
あ
と
を
う
け
て
、
全
国
的
に
勧
農
の
政
務
を
取
扱
う
機
関

と
し
て
、
田
曹
尚
書
が
お
か
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。
か
く
て
田
曹
尚

書
は
占
課
田
法
成
立
と
ほ
と
ん
ど
井
行
し
て
、
勧
農
管
理
機
構
と
し

て
設
置
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

　
君
の
謀
田
制
成
立
に
と
も
な
う
官
制
上
の
変
化
は
、
漢
以
来
の
勧

農
政
策
の
発
展
線
上
に
課
田
制
が
成
立
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
、

こ
の
観
点
に
た
っ
て
均
田
法
を
な
が
め
る
と
、
課
田
法
と
均
田
法
と

の
系
譜
的
連
絡
も
一
層
明
確
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
北
朝
隔
唐
の
均

田
制
は
、
ひ
と
し
く
勧
農
政
策
を
背
景
と
し
て
い
る
。

　
北
魏
太
和
元
年
の
治
田
の
条
に

　
其
三
山
在
所
↓
課
ユ
督
田
農
一
…
－
二
夫
制
治
レ
田
四
十
畝
、
中
歯
二
十
畝
、

　
無
レ
令
下
人
有
＝
余
力
↓
地
有
中
遺
筆
鵡
（
魏
暑
七
上
）
、

と
あ
り
、
同
じ
く
太
東
九
年
の
均
田
法
が

　
均
給
晶
天
下
之
田
↓
　
還
受
以
一
一
生
死
一
為
レ
断
、
勧
＝
課
農
桑
一
　
興
昌
孫
子
之

本
一
（
魏
書
酷
悪
）
、

で
い
ず
れ
も
勧
農
を
目
標
と
し
、
唐
で
は
里
正
が
直
接
勧
農
に
当
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
、
唐
律
疏
義
巻
二
二
、
戸
婚
律
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
諸
里
正
、
依
レ
令
授
＝
人
平
↓
課
昌
農
桑
嚇
若
気
レ
受
而
不
レ
授
、
応
レ
還
而

不
レ
収
、
応
レ
課
而
不
レ
課
、
如
レ
此
事
類
違
レ
法
老
、
失
昌
一
事
一
答
四
十
、

と
あ
り
、
ま
た
別
条
の
疏
義
に

　
仮
有
＝
里
正
↓
応
レ
課
而
不
レ
課
、
是
一
事
、
応
レ
受
面
不
レ
授
、
是
二
事
…

・
：
田
瞬
却
荒
蕪
…
是
七
事
、

と
い
い
、
受
田
と
課
耕
と
が
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
均
田
は
課
田
の
発
展
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ

と
を
し
め
す
。

　
な
お
唐
に
お
い
て
里
正
が
勧
農
の
衝
に
当
っ
て
い
る
の
は
、
北
魏

の
三
長
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
猛
れ
ば
、
晋
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

散
吏
の
勧
農
に
そ
の
発
端
が
求
め
ら
れ
る
。

　
晋
書
職
官
志
州
郡
県
の
条
に
は
、

　
郡
滋
雨
県
、
素
月
皆
随
昌
所
領
戸
多
少
一
癖
レ
差
、
監
吏
勧
レ
農
、

と
の
べ
、
勧
農
の
主
体
は
長
吏
ぞ
あ
る
が
、
そ
の
下
部
に
は
散
吏
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が
あ
っ
て
、
末
端
の
指
導
監
督
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま

た
泰
始
八
年
の
州
郡
農
桑
殿
心
心
制
に
よ
れ
ば
、
中
央
か
ら
は
司
徒

橡
（
田
曹
橡
）
が
地
方
長
官
の
勧
農
成
績
を
査
察
す
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
さ
ら
に
太
康
元
年
戸
調
式
成
立
以
後
に
お
い
て
、
屯
田
尚
書

が
廃
さ
れ
て
田
曹
尚
書
が
設
置
さ
れ
る
と
、
こ
れ
で
上
部
か
ら
末
端

ま
で
の
勧
農
組
織
が
整
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
監
督
機
構

の
も
と
で
、
人
民
は
課
田
法
に
準
じ
て
農
耕
に
従
事
し
た
。
勧
農
に

従
事
す
る
散
吏
の
人
員
は
第
7
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
は
亭
長
が
勧
農
に
当
っ
た
例
が
あ
る
（
後
漢
　
〇
六
）
。

（第7表）

郡
県
別

郡
三
戸

県
　
戸

戸
　
数
　
の
　
差

　
五
〇
〇
　
未
満

五
〇
〇
〇
　
以
上

一
〇
〇
〇
〇
　
以
上

　
三
〇
〇
　
以
下

　
三
〇
〇
　
以
上

　
五
〇
〇
　
以
上

一
〇
〇
〇
　
以
上

一
五
〇
〇
　
以
上

二
〇
〇
〇
　
以
上

（
職
吏
）
．
7
散
吏
）

六田五

九〇
八六五匹にニー
入八三〇八八

絃
八八二八六四

①
西
嶋
氏
前
掲
、
五
四
頁
。

②
青
山
氏
前
掲
。

③
志
田
不
動
麿
「
普
代
に
於
け
る
土
地
所
有
型
態
と
濃
業
閏
題
」
史
学
雑
誌

　
四
一
二
の
一
、
二
。

④
晋
二
食
貨
志
所
載
、
無
調
式
の
『
遠
夷
』
を
行
路
と
み
る
の
は
、
宮
崎
市

　
定
『
晋
武
帝
の
戸
調
式
に
就
て
』
東
亜
経
済
研
究
一
九
の
四
、
に
よ
る
。

⑤
西
嶋
氏
前
掲
、
七
二
頁
参
照
。

⑥
吉
田
虎
雄
『
魏
晋
南
北
朝
租
税
の
研
究
』
。

⑦
天
野
氏
前
掲
。

⑧
鈴
木
氏
前
掲
。

⑨
初
学
記
の
『
普
故
事
』
が
鈴
木
俊
氏
の
考
証
の
よ
う
に
泰
始
三
年
の
も
の

　
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
に
当
然
諜
田
側
も
行
わ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑩
宮
崎
氏
前
掲
。

⑪
宮
崎
布
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
二
六
四
頁
に
よ
れ
ば
、
転
語
と
は
庶

　
民
の
つ
く
職
務
。

⑫
漢
代
の
勧
農
政
策
に
つ
い
て
は
後
臼
発
表
の
予
定
で
あ
る
。
」

四
　
占
田
、
課
田
の
土
地
問
題
と
基
本
的
対
立
関
係

　
占
課
田
制
の
土
地
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
こ
と
わ
っ

て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
第
一
に
は

庶
民
の
占
課
田
制
ぞ
あ
っ
て
、
貴
族
の
官
晶
占
田
で
は
な
い
こ
と
ぞ

　
①

あ
り
、
つ
ぎ
に
は
占
課
田
法
の
田
湖
そ
の
も
の
の
解
釈
が
中
心
で
あ

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
法
文
そ
の
も
の
の
簡
暑
さ
と
施
行

期
聞
の
き
わ
め
て
短
期
な
た
め
、
本
法
施
行
中
に
お
け
る
具
体
的
な

諸
事
実
が
つ
た
わ
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
従
来
先
学
が
占
課
田
法
に
つ
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い
て
の
論
考
を
こ
こ
ろ
み
な
が
ら
も
、
施
行
時
期
の
短
い
こ
と
を
理

由
に
問
題
の
徹
底
的
な
検
訂
を
打
切
り
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
ん

が
み
、
ま
た
問
題
を
よ
り
立
体
的
に
把
握
す
る
た
め
に
も
、
占
課
田

法
を
そ
の
前
後
の
時
代
と
の
関
連
に
お
い
て
す
な
わ
ち
漢
代
お
よ
び

均
田
制
時
代
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
従
来
、
占
課
田
の
土
地
所
有
制
を
、
公
有
制
、
私
有
制
の
い
ず
れ

か
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
学
説
が
あ
り
、
ま
た
両
者
の
折
衷
説
も
あ

　
　
②

つ
た
が
、
こ
れ
ら
の
是
非
は
結
局
、
給
鐵
の
内
容
と
性
格
と
に
か
か

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
ま
ず
こ
こ
か
ら
出
発
し
よ
う
。

　
漢
末
の
動
乱
以
来
、
無
主
荒
閑
の
土
地
が
多
い
（
魏
一
五
）
反
面
に

人
口
が
少
く
、
晋
の
太
康
元
年
ぞ
漢
の
約
一
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
．
て
あ
っ

た
こ
と
は
、
政
府
に
大
量
の
国
有
地
が
あ
り
、
従
っ
て
充
分
の
給
田

能
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
か
ら
、
庶
民
一
戸
の
占
田
一
〇
〇
畝

（
男
子
七
〇
畝
－
女
子
三
〇
畝
）
を
、
全
m
的
給
旧
に
よ
る
も
の
と
す
る

考
え
も
、
一
応
文
句
な
し
に
成
立
す
る
。
そ
こ
で
当
然
土
地
公
有
論

が
と
な
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
図
式
的
な
考
え
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
す
な
わ
ち
曹
操
が
、
屯
閉
地
に
人
民
を
強
制
的
に
集
め
よ
う
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
バ
カ
ル

た
場
合
、
嚢
漢
は
　
『
人
士
は
安
レ
丁
重
レ
遷
す
る
も
の
だ
か
ら
、
希

望
者
だ
け
に
や
ら
せ
、
強
制
し
て
は
な
ら
ぬ
』
（
魏
二
）
と
進
言
し
、

曹
操
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
国
家
的
目
的
の
た
め
に
人
民
を
強
制

移
住
せ
し
め
る
こ
と
一
言
民
は
、
漢
で
も
行
わ
れ
た
が
、
と
く
に
は

げ
し
く
行
わ
れ
た
の
は
五
胡
諸
国
で
あ
る
。
立
代
辺
境
の
徒
民
に
は

土
地
、
住
宅
、
農
1
ー
バ
、
早
宮
を
給
与
し
（
漢
四
九
）
、
五
胡
の
場
合
も

農
具
を
給
与
し
た
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
屯
田
、
徒
民
の
場
含
は
い

ず
’
れ
も
国
営
農
業
で
、
す
べ
て
の
人
民
を
こ
の
よ
う
な
国
家
的
施
設

下
に
か
り
あ
つ
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
他
に
所
謂
安
土
重
心

の
一
般
民
の
存
在
を
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
細
末
よ
り
も
は
る
か
に
す
さ
ま
じ
い
五
胡
の
動
乱
の
の
ち
に
、
北

シ
ナ
を
平
定
し
た
北
斗
の
均
田
法
に
は
最
初
か
ら
泉
郷
規
定
が
あ
り

　
　
　
　
③

（
魏
書
一
　
○
）
、
’
南
郷
で
給
田
で
き
な
い
場
合
は
、
私
有
地
相
互
問
で

土
地
を
調
整
し
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
全
般
的
に
は
多
く
の

国
有
地
が
存
在
し
、
政
府
に
い
く
ら
で
も
給
隈
能
力
が
あ
り
な
が
ら
、

一
方
に
給
田
の
ぞ
き
な
い
狭
郷
の
存
在
を
最
初
か
ら
予
定
す
る
こ
と

は
、
均
田
法
が
屯
田
の
よ
う
な
業
繋
農
業
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
一
般

民
を
対
象
と
す
る
土
地
政
策
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
難
点
で
あ

る
。
均
田
法
の
給
田
は
、
寛
解
に
わ
い
て
の
み
法
規
通
り
に
行
わ
れ
．

る
が
、
寛
郷
に
は
楽
遷
し
な
い
（
行
く
ン
」
と
を
好
ま
ぬ
）
の
が
均
田
制
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下
の
通
念
で
あ
る
。
そ
こ
ぞ
人
民
の
塩
鱒
地
を
中
心
に
、
比
較
的
近

い
と
こ
ろ
で
給
田
す
る
の
が
普
通
で
、
冠
注
や
唐
ぞ
は
『
先
レ
寅
後
レ

富
、
先
レ
事
後
レ
少
』
　
（
魏
省
＝
○
、
六
典
巻
三
戸
部
引
田
令
）
の
順
序

で
給
田
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
若
干
の
私
有
地
を
前
提

と
す
る
給
田
ぞ
あ
る
。
従
っ
て
晋
法
で
も
北
魏
、
製
法
で
も
、
給
田

は
ゼ
採
の
と
こ
ろ
へ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
給
田
を
す
る
場
舎
（
A

形
）
と
、
も
と
か
ら
の
私
有
地
に
加
え
て
若
干
の
給
田
を
す
る
場
合

（
B
形
）
と
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

　
給
田
に
私
有
地
の
存
在
を
前
提
す
る
こ
と
が
相
当
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
占
田
規
定
額
以
上
の
土
地
所
有
者
は
給
田
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
。
こ
の
ば
あ
い
は
ど
う
な
る
の
か
。
漢
魏
の
例
を
み
る
と
、
建
武

一
五
年
天
下
の
墾
田
実
数
、
戸
口
、
年
紀
を
検
思
し
た
さ
い
、
南
陽

郡
は
『
田
宅
瞼
レ
制
、
不
レ
可
レ
為
レ
準
』
と
い
わ
れ
（
後
漢
五
二
）
、
延

論
罪
〇
年
大
司
農
劉
祐
は
中
常
江
蘇
康
、
管
、
覇
が
良
田
、
山
林
を
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

慨
し
た
の
を
科
品
に
よ
っ
て
没
入
し
た
（
後
漢
九
七
）
。
薬
質
漢
儀
に
は
、

刺
史
の
郡
国
督
察
の
目
標
六
ケ
条
を
あ
げ
、
そ
の
第
一
に
『
強
宗
豪

　
　
　
　
む
　
　
　
む

右
、
田
宅
瞼
レ
制
、
以
レ
降
等
レ
弱
、
以
レ
洋
弓
レ
寡
』
と
の
べ
て
い

る
。
魏
の
太
和
中
、
繋
駕
太
守
美
里
は
、
部
内
に
大
姓
雄
張
し
て
田
．

地
が
あ
り
あ
ま
っ
て
い
る
の
に
、
小
髭
は
立
錐
の
土
地
も
な
い
の
を

『
随
レ
ロ
割
賦
、
山
事
使
レ
語
源
其
本
直
一
』
（
魏
工
ハ
）
と
い
う
。
降
っ

て
北
魏
の
四
郷
規
定
に
は
、
　
給
田
で
き
な
い
と
き
は
　
『
家
内
人
別

減
レ
分
』
と
あ
り
、
唐
霊
鑑
議
に
は
、
占
田
額
の
範
囲
を
こ
え
た
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

買
貼
典
を
禁
止
し
て
い
る
。
均
田
制
時
代
は
と
も
か
く
漢
凸
三
国
の

土
地
私
有
制
の
時
代
に
も
、
こ
の
よ
う
に
官
よ
り
の
干
渉
を
う
け
た

事
実
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
と
占
田
と
は
一
体
ど
う
関
連
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
か
。
占
田
の
占
は
、
従
来
の
研
究
ぞ
は
、
個
人
の
所
有
が
申
告
を

媒
介
と
し
て
公
的
に
認
承
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
晋
書
を
通
じ
て
み

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
所
有
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
所
有
が

公
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
多
少
と
も
公
権
の
干
渉
は
免
れ
え
な
い
。

晋
の
占
田
規
定
は
官
人
、
庶
民
を
通
じ
て
官
権
に
よ
る
所
有
の
承
認

で
あ
り
、
当
然
限
田
の
意
味
を
も
つ
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
さ
い
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

限
の
規
準
と
し
て
、
漢
で
も
科
晶
と
か
制
と
か
が
存
在
し
た
。
こ
れ

は
消
極
的
意
味
に
お
い
て
は
禁
制
と
し
て
作
用
す
る
が
、
積
極
的
意

味
に
お
い
て
は
当
然
の
権
利
で
あ
っ
て
、
公
的
な
科
品
の
範
圏
内
に

33

ｯ
る
所
有
は
干
渉
（
た
と
え
ば
随
口
割
賦
等
）
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
は
、
均
田
法
に
お
け
る
合
応

受
田
の
法
意
に
も
つ
ら
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
一
戸
占
田

一
〇
〇
畝
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
権
利
の
課
証
を
と
も
な
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う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
し
か
し
他
面
、
前
漢
末
の
限
議
論
や
王
事
の
王
田
策
が
失
敗
し
、

普
の
占
田
規
定
成
立
後
の
太
康
八
年
呈
露
の
詔
に
『
王
者
之
法
、
不
レ

得
レ
制
昌
人
之
私
一
也
、
人
之
田
宅
、
既
無
二
定
限
ハ
則
奴
碑
不
レ
宣
二
偏

制
一
…
…
』
と
あ
り
、
　
北
魏
で
は
私
有
の
奴
碑
に
も
給
田
し
て
い
る

事
実
は
、
大
土
地
所
有
へ
の
放
任
を
意
味
す
る
も
の
の
よ
う
ぞ
あ
る
。

こ
の
場
合
官
位
に
よ
る
占
田
規
定
は
、
無
制
限
の
土
地
所
有
に
官
位

の
上
下
を
反
映
せ
し
め
よ
う
と
す
る
電
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
『
随

口
割
賦
』
や
狭
郷
規
定
の
場
合
、
所
有
権
に
は
干
与
す
る
こ
と
な
く
、

用
益
権
を
規
制
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
晋
法
の
占
田
一
〇
〇

畝
は
、
王
田
策
の
よ
う
に
土
地
所
有
権
ま
で
否
定
す
る
も
の
ぞ
は
な

か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
右
の
よ
う
な
占
田
一
限
田

が
、
ど
れ
ほ
ど
の
規
制
力
を
発
揮
し
え
た
か
は
、
ひ
と
え
に
当
時
の

政
治
力
如
何
に
か
か
つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
限
田
の
場
合
を
C

形
と
す
る
と
、
さ
き
の
給
田
を
と
も
な
う
二
つ
（
A
、
B
形
）
と
合

し
て
、
占
田
に
は
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
一
見
曖
昧
に
み
え
る
占
田
の
概
念
は
、
近
代
的
な
土
地

所
有
観
念
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
、
所
謂
王
土
思
想
に
さ
さ
え
ら

れ
た
、
天
子
を
最
高
の
地
主
と
す
る
家
父
長
的
専
制
主
義
の
あ
ら
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
占
田
規
定
を
前
後
の
事
例
と
の
関
連
に
お
い
て
解
釈
す
る

と
、
既
成
の
土
地
所
有
を
否
定
な
い
し
再
編
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、

春
野
で
余
剰
あ
る
竜
の
は
そ
の
ま
ま
に
、
不
足
の
も
の
に
は
給
田
し
、

狭
郷
で
給
田
不
能
の
さ
い
は
、
余
剰
あ
る
も
の
の
土
地
に
占
田
規
定

を
反
映
せ
し
め
て
、
用
益
上
の
調
整
を
行
い
、
一
〇
〇
畝
の
占
田
を

充
足
せ
し
め
よ
う
と
努
力
し
た
の
ぞ
あ
ろ
う
。

　
ぞ
は
給
田
さ
れ
た
も
の
と
、
さ
れ
な
い
も
の
と
は
、
身
分
上
ま
た

は
税
役
上
に
何
程
か
の
差
別
を
う
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
西
嶋
氏
は
旧

民
屯
従
事
者
と
一
般
州
郡
民
と
は
、
…
軍
役
負
担
に
お
い
て
均
等
で
あ

り
、
租
税
負
担
に
お
い
て
不
均
等
ぞ
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
理
由
を
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

有
地
鼠
里
民
と
し
て
の
制
約
に
求
め
ら
れ
る
。
給
田
民
の
待
遇
に
関

す
る
諸
事
例
を
前
後
の
時
期
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
前
堂
慕
容
銑

の
時
代
（
三
三
七
一
四
八
）
国
有
地
耕
作
民
に
七
～
八
割
の
小
作
料
を

課
し
た
と
こ
ろ
、
記
室
図
葉
封
硲
は
『
小
作
料
を
と
る
な
ら
魏
晋
の

前
例
に
な
ら
っ
て
五
、
六
割
に
引
下
ぐ
べ
き
で
あ
る
が
、
本
来
国
有

地
は
土
地
の
な
い
人
民
に
給
与
し
て
十
一
（
1
一
1
0
）
の
税
を
と
る
の
が

明
王
の
治
で
あ
る
』
と
の
べ
、
慕
容
銚
は
こ
れ
に
こ
た
え
て
、

　
乃
黒
日
、
覧
転
封
記
室
之
諌
嚇
孤
実
催
焉
。
君
以
晶
黎
元
一
為
レ
国
、
寒
雷
以
レ

23　（111）



穀
為
レ
命
、
然
則
農
者
園
之
驚
怖
、
而
二
千
石
令
長
、
　
不
レ
遵
二
櫨
春
之
令
納

惰
レ
農
弗
ヒ
勧
、
宜
雛
以
下
尤
不
昌
脩
關
一
者
上
、
措
＝
之
刑
法
↓
粛
＝
卑
属
城
主
者
↓

明
転
推
戴
、
具
レ
状
奏
聞
堀
、
苑
圃
悉
可
f
罷
レ
之
量
的
中
百
姓
無
工
田
業
一
斗
譜
、

貧
者
半
畳
＝
資
産
隔
月
レ
能
　
自
存
↓
各
賜
晶
牧
牛
一
頭
↓
芋
粥
昌
余
力
嚇
楽
臼
取

官
牛
↓
墾
昌
宮
田
一
者
、
其
依
晶
魏
晋
旧
法
↓

と
い
い
、
　
国
有
地
の
全
面
的
な
小
作
方
式
を
や
め
て
、
　
所
謂
明
王

の
治
に
準
拠
し
、
6
地
方
長
官
の
勧
農
、
⇔
国
有
地
給
与
、
㊨
希

望
者
へ
の
国
有
地
小
作
許
可
（
魏
晋
の
旧
法
に
よ
り
五
、
六
割
の
小
作
料

を
と
る
）
の
三
つ
の
方
策
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
　
国
有
地
給
与
は
自

作
農
設
定
の
た
め
で
あ
り
、
国
有
地
の
小
作
は
余
力
あ
る
も
の
に
か

ぎ
ら
れ
、
後
の
場
合
は
自
作
兼
小
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
国
有
地
給
与

の
自
作
農
は
、
小
作
農
と
は
つ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
給
田

民
の
収
取
率
は
十
一
の
正
税
で
あ
っ
た
こ
ど
は
疑
を
い
れ
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
全
面
的
土
地
給
与
に
よ
る
自
作
農
設
定
の
ケ
ー
ス
は
、

魏
晋
で
は
民
国
廃
止
後
に
設
置
さ
れ
た
郡
県
の
事
例
が
も
っ
と
も
代

表
的
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
湖
っ
て
漢
代
の
事
例
を
み
る
と
、
両
漢
を

通
じ
て
、
人
民
が
国
有
地
の
賦
与
な
い
し
仮
与
を
う
け
た
例
が
相
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

多
く
存
在
す
る
。
給
与
の
対
象
は
大
部
分
貧
民
で
、
顔
師
古
に
よ
れ

ば
賦
は
給
与
、
仮
は
『
権
以
給
之
、
不
常
与
』
で
、
前
者
は
恒
久
的
、

後
者
は
一
時
的
な
給
与
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
も
収
取
は
租
賦

（
田
租
と
口
賦
）
す
な
わ
ち
正
税
で
あ
っ
て
、
高
率
の
小
作
料
で
は
な

　
　
⑩

か
っ
た
。
塩
鉄
論
巻
三
、
園
池
篇
の
文
学
の
雷
に
は
『
先
帝
之
開
二

苑
圃
池
禦
㌦
可
レ
賦
昌
帰
順
於
民
ハ
県
官
租
税
而
己
、
仮
税
殊
レ
名
、

　
　
　
⑪

其
実
一
也
』
と
い
う
。

　
漢
書
平
帝
紀
、
元
始
二
年
・
の
条
に
、

　
罷
二
安
定
呼
潅
苑
↓
以
為
二
安
民
銀
甲
県
議
官
寺
市
里
↓
募
藁
徒
貧
民
ハ
県
次

給
レ
食
、
至
＝
從
所
嚇
賜
昌
田
宅
什
器
↓
仮
＝
与
箪
牛
種
食
↓

と
あ
る
の
は
国
有
地
を
県
と
し
た
も
の
で
、
晋
の
民
屯
廃
止
↓
郡
県

設
置
、
さ
ら
に
前
燕
纂
容
氏
の
苑
圃
給
与
の
場
合
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
田
宅
什
器
ま
で
給
与
さ
れ
、
梨
牛
種
食
だ
け
が

仮
与
に
な
っ
て
い
る
。
収
取
率
は
も
ち
ろ
ん
漢
代
国
有
地
賦
与
の
一

般
例
に
準
ず
る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
国
有
地
の
郡
県
改
編
は
以
上
、
両
漢
、
前
燕
の
事
例
に
よ
っ
て
み

る
と
、
国
家
権
力
が
人
民
を
直
接
支
配
下
に
把
握
す
る
た
め
の
方
策

で
、
こ
れ
ら
人
民
を
所
謂
良
民
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
多
け
れ
ば

多
い
ほ
ど
、
国
家
権
力
は
増
大
す
る
。
人
民
の
流
亡
、
早
漏
、
佃
戸

化
、
奴
碑
化
は
た
だ
ち
に
国
勢
の
強
弱
に
か
か
わ
る
。
漢
代
に
は
後

に
な
る
ほ
ど
、
豪
族
が
蹟
属
し
て
良
畏
の
佃
戸
化
が
増
大
し
た
が
、
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晋
ぞ
は
王
導
の
言
葉
ぞ
も
わ
か
る
よ
う
に
『
魏
氏
以
来
太
宰
に
い
た

る
間
は
、
貴
族
豪
族
の
も
っ
と
も
恵
ま
れ
た
時
期
』
（
晋
六
五
）
で
、

漢
代
よ
り
竜
事
情
は
一
層
悪
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
高
率

の
小
作
料
を
収
取
す
る
こ
と
は
、
人
民
の
佃
戸
化
に
拍
車
を
か
け
る

結
果
と
な
る
。
そ
れ
よ
り
も
正
税
の
収
取
に
と
ど
め
て
、
人
身
そ
の

も
の
を
掌
握
し
て
お
く
こ
と
が
何
よ
り
も
先
決
で
あ
る
。
両
漢
、
．
前

燕
の
諸
事
例
ぞ
も
、
給
田
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
は
良
民
た
る
資
格

に
お
い
て
ぞ
あ
っ
て
、
そ
の
資
格
を
制
約
な
い
し
損
減
す
る
こ
と
を

条
件
と
し
て
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
中
間
に
あ
る
晋
の
占

田
、
課
田
民
の
ば
あ
い
も
、
給
田
を
媒
介
と
す
る
と
し
な
い
と
に
か

か
わ
ら
ず
、
一
様
に
良
民
で
あ
る
。
戸
調
式
が
全
人
民
を
対
象
と
し

て
発
布
さ
れ
．
た
馬
の
で
あ
る
こ
と
は
一
層
こ
の
こ
と
を
裏
書
し
て
い

る
。
均
田
法
に
お
い
て
も
こ
の
点
同
一
で
あ
る
。
西
嶋
氏
が
課
区
民

に
国
有
地
耕
作
罠
な
る
が
ゆ
え
の
制
約
を
予
想
し
、
そ
の
裏
付
け
と

し
て
、
課
田
の
田
租
が
曹
魏
の
そ
れ
の
二
倍
ぞ
あ
る
事
実
を
あ
げ
ら

れ
る
が
、
前
者
は
一
律
課
税
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
畝
税
で
あ
る

か
ら
、
課
税
体
系
の
こ
と
な
る
二
つ
の
税
額
を
比
較
す
る
こ
と
に
難

点
が
あ
り
、
ま
た
田
租
額
の
多
い
こ
と
を
国
有
地
耕
作
民
の
徴
証
と

す
る
な
れ
ば
、
同
一
条
件
下
の
均
田
法
の
田
租
が
、
か
え
っ
て
冬
型

の
そ
れ
よ
り
も
低
額
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
矛
盾
す
る
。
給
田
の

有
無
多
少
が
良
民
た
る
資
格
を
制
約
す
る
も
の
ぞ
な
い
と
す
れ
ば
、

泓
有
地
を
も
つ
も
の
も
、
　
国
有
地
を
給
与
さ
れ
た
も
の
も
、
　
国
家

権
力
か
ら
は
一
様
に
庶
民
の
資
格
に
お
い
て
律
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
音
調
式
の
税
制
田
制
が
、
ま
ず
士
庶
別
に
わ
け
ら
れ
、
庶
民
の

中
を
男
女
別
、
丁
中
別
、
華
府
別
、
遠
近
別
に
区
分
し
て
あ
る
こ
と

は
、
全
庶
民
を
一
律
に
こ
れ
ら
の
分
類
に
よ
っ
て
処
理
す
る
も
の
で
、

そ
の
低
か
に
耕
作
地
の
性
質
を
顧
慮
し
た
税
法
上
の
差
別
的
取
扱
な

ど
見
当
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
均
田
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
以
上
の
前
提
に
た
っ
て
母
法
の
田
制
を
解
釈
す
る
と
、
　
『
男
子
一

人
占
田
七
十
畝
、
女
子
三
十
畝
』
の
占
田
は
、
二
戸
の
占
田
一
〇
〇

畝
で
、
占
田
の
主
体
た
る
男
子
は
漢
代
の
例
で
は
、
後
漢
書
豊
成
靖

　
　
　
　
⑧

留
用
本
注
に
『
称
昌
男
子
一
兎
、
無
昌
官
爵
一
也
』
と
あ
っ
て
庶
民
の
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

子
で
あ
り
、
同
明
帝
紀
去
勢
、
前
書
音
義
に
　
『
男
子
者
認
可
二
戸
内
之

長
【
也
』
　
ぞ
戸
主
を
指
す
か
ら
、
彼
此
対
照
し
て
庶
民
の
芦
主
男
子

　
　
　
　
⑪

と
解
さ
れ
る
。
ま
た
『
其
外
丁
零
、
課
レ
畷
五
十
畝
、
痴
女
二
十
畝
、

次
丁
男
半
レ
之
、
女
馴
不
レ
課
』
の
課
田
規
定
は
、
全
庶
民
の
労
働
力

あ
る
も
の
に
『
尽
昌
地
制
一
事
呂
奇
手
一
』
の
建
前
か
ら
、
耕
作
を
割
当

る
も
の
で
あ
り
、
勧
農
政
策
の
一
環
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
、
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戸
主
、
非
戸
主
を
え
ら
ぶ
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
一

戸
占
田
一
〇
〇
畝
中
に
、
課
八
七
〇
畝
は
当
然
包
含
さ
れ
る
。
戸
主

以
外
も
当
然
丁
中
規
定
に
応
じ
て
割
当
て
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
戸
主

の
み
は
占
田
、
課
田
分
の
差
額
と
し
て
、
三
〇
畝
が
余
分
に
保
有
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
均
田
法
か
ら
湖
及
す
れ
ば
、
戸
に
配

当
さ
れ
る
永
業
田
的
性
格
の
土
地
と
解
さ
れ
る
が
、
語
法
で
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

点
推
測
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
。
詳
細
な
規
定
の
な
い
晋
法
に
、
唐
令

の
よ
う
な
細
則
的
解
釈
を
あ
て
は
め
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
事
実
を

そ
こ
な
う
き
ら
い
が
あ
る
が
、
晋
の
田
制
を
一
応
次
表
の
よ
う
に
み

て
お
こ
う
。

戸
　
　
主

占
課
田

丁
男

丁
女

次
丁
買
越

・
呈
さ
一
三
・

｝三

H

匿
（
五
・
）
（
豆
（
二
五
）

○

備

考

戸
主
の
課
田
は
占

田
中
に
包
含
さ
れ

る

非

戸
三
課
且
五
〇
τ
δ
二
一
五
〇
蒔
醒
の
の
訂
、
中

こ
の
場
合
、
法
文
中
の
『
女
則
不
課
』
と
『
老
小
導
電
』
と
は
と
も

　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
不
漁
田
と
考
え
る
。

　
占
課
田
が
右
の
よ
う
に
配
当
さ
れ
る
と
し
て
、
多
少
と
も
給
田
を

う
け
た
竜
の
・
は
、
・
用
益
の
権
利
義
務
が
終
了
し
た
場
合
、
当
然
給
与

の
主
体
者
た
る
国
家
に
還
付
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
晋
法
で
は
均

田
法
の
よ
う
な
還
受
規
定
は
存
在
し
な
い
。
鼠
講
の
国
有
地
賦
与
は

恒
久
的
の
も
の
ら
し
く
、
晋
を
経
て
、
五
胡
の
前
平
で
も
こ
の
点
は

同
一
で
あ
る
が
、
均
田
法
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
門
出
規
定
が
付
加

さ
れ
る
。
こ
れ
は
漢
代
の
仮
与
の
ケ
ー
ス
に
拠
る
も
の
ぞ
あ
る
。
漢

書
主
嘉
伝
に
す
で
に
『
均
田
』
の
語
が
初
見
し
、
卍
繋
注
に
は
『
自
昌

公
卿
一
以
下
、
至
二
干
吏
民
旧
名
日
二
均
田
ハ
皆
有
島
頃
数
ハ
於
昌
品
階

数
中
学
令
二
均
等
こ
と
あ
り
、
焼
筆
謙
は
こ
れ
を
鞍
和
二
年
の
限
田

に
か
け
て
い
る
が
、
食
貨
溝
上
で
は
　
『
遂
寝
不
レ
行
』
と
し
て
、
限

田
は
不
履
行
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
孟
康
の
指
摘
し
た
よ

う
な
制
度
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
推
測
す
る
と
こ
ろ
均
田
と
は
、

漢
卜
す
で
に
公
田
賜
与
の
さ
い
の
ル
ー
ル
を
意
味
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
還
受
の
こ
と
は
見
当
ら
な
い
。
た
だ
晋

の
課
田
は
丁
中
に
よ
っ
て
増
減
す
る
か
ら
、
老
に
い
た
っ
て
退
田
す

る
こ
と
は
必
至
ぞ
あ
り
、
し
た
が
っ
て
下
受
の
意
味
を
内
蔵
し
て
い

る
と
解
さ
れ
る
が
、
均
田
法
に
比
し
て
法
の
不
徹
底
は
ま
ぬ
が
れ
え

な
い
。
均
田
法
は
占
課
田
の
未
熟
に
か
ん
が
み
て
法
意
を
徹
底
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
晋
法
に
お
い
て
は
受
田
が
あ
っ
て
収
公

は
か
け
て
い
る
。
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勧農政竣と占田課田（西村）

　
逆
馬
田
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
給
田
を
媒
介
す
る
場
合
も
あ
り
、

し
な
い
場
合
竜
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
畢
寛
土
地
所
有
の
種
々
の
形
体

に
対
応
し
て
、
全
庶
民
を
家
父
公
的
専
制
の
直
接
支
配
下
に
掌
握
す

る
た
め
の
土
地
法
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
原
則
酌
に
は
帝
王
の
土
地

所
有
の
基
盤
の
う
え
に
た
っ
て
お
り
、
人
民
の
留
女
の
所
有
権
を
否

定
す
る
性
格
の
も
の
ぞ
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
秦
漢
以

来
の
土
地
所
有
制
と
も
矛
盾
し
な
い
。
漢
代
の
勧
農
政
策
が
、
自
営

農
民
設
定
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
占
課
田
法
も
同
じ
目
的
を

達
成
す
る
た
め
の
、
国
家
の
土
地
給
与
な
い
し
用
益
干
渉
ぞ
あ
る
。

し
か
し
用
益
干
渉
1
1
限
田
の
場
合
は
、
私
的
諸
関
係
の
介
在
す
る
余

　
　
　
⑰

地
が
あ
り
、
直
接
支
配
の
徹
底
を
期
す
る
た
め
に
は
、
占
田
民
が
完

全
な
自
営
農
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
営

農
の
比
重
の
大
き
い
時
が
、
国
家
権
力
の
健
全
な
時
期
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
大
量
の
自
営
農
設
定
の
可
能
な
空
閑
地
の
多
い
時
期
1
1
開
創

期
や
、
国
有
地
の
開
放
さ
れ
た
宮
所
U
た
と
え
ば
霊
苑
に
お
い
て
、

も
っ
と
も
顕
著
な
成
果
を
期
待
し
う
る
。
屯
田
↓
課
田
は
し
た
が
っ

て
、
も
っ
と
も
代
表
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で

は
な
い
。
私
有
地
の
周
辺
に
給
田
を
プ
ラ
ス
し
て
、
一
人
前
の
自
営

農
に
し
た
て
る
こ
と
が
全
般
約
に
は
要
請
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
か
く

て
占
課
田
は
一
方
に
は
法
制
史
家
に
よ
っ
て
と
か
れ
る
よ
う
な
、
私

有
権
へ
の
干
渉
（
限
田
）
の
側
面
を
も
つ
と
と
も
に
、
　
他
方
、
私
有

権
へ
の
干
渉
そ
の
も
の
を
成
立
せ
し
め
る
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
国
家
の

給
田
能
力
の
大
小
に
か
か
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
占
課
田
、
均
田
制
時
代
は
、
国
家
の
大
き
な
自
営
農
民
造
成
能
力

を
支
柱
と
し
て
、
強
力
な
用
益
干
渉
を
も
行
使
し
う
る
時
代
と
考
え

ら
れ
る
。
均
田
制
諸
国
家
が
、
対
豪
族
関
係
に
お
い
て
保
ち
え
た
主

導
的
な
地
位
竜
、
こ
の
よ
う
な
カ
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

　
漢
代
の
勧
農
政
策
の
事
例
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
章
帝
元
和

三
年
、
下
都
の
相
張
禺
は
灌
・
瀧
し
て
、
熟
田
数
百
工
を
作
り
貧
民
に

給
田
し
、
こ
れ
が
後
年
増
倍
し
て
千
余
頃
と
な
っ
て
い
る
　
（
後
漢
七

四
）
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
も
相
当
あ
る
。
晋
の
占
田
の
場
合
、

戸
主
は
勿
論
、
戸
内
の
労
働
力
を
動
員
し
て
、
一
定
面
積
の
割
当
耕

作
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
年
令
に
応
じ
て
増
減
、
課
不
課
が
あ
る
か

ら
、
給
田
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
場
含
が
大
部
分
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、

課
田
を
拠
点
と
し
て
戸
内
の
労
働
力
を
驚
喜
に
か
り
た
て
、
さ
ら
に

開
墾
し
て
あ
ら
た
な
給
田
の
素
地
を
つ
く
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
か

ら
占
課
田
制
は
、
勧
農
政
策
が
完
全
に
戸
の
内
部
に
ま
で
滲
透
し
た

形
に
お
い
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
課
耕
責
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畑
江
土
地
給
与
は
、
人
畏
と
の
対
立
関
係
に
お
い
て
土
地
を
媒
介
と

す
る
関
係
で
あ
る
と
同
時
に
、
土
地
に
し
ば
り
つ
け
る
関
係
で
も
あ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
当
時
の
人
民
は
多
分
に
農
奴
的
な
色
彩

を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
貴
族
が
大
土
地
所
有
の
基
盤
の
う
え
に
、
藩

役
免
除
の
特
権
を
も
兼
有
し
て
、
悠
た
と
貴
族
文
化
を
楽
し
み
え
た

の
と
豪
さ
に
対
瞭
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
（
三
二
・
＝
一
。
一
稿
）

①
豪
族
の
土
地
所
有
間
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。

②
公
有
論
、
万
醸
鼎
氏
は
じ
め
中
国
の
学
渚
。
最
近
で
は
脅
我
部
静
雄
氏
。

　
泓
有
論
、
申
田
薫
氏
は
じ
め
法
制
史
学
者
。
折
衷
論
、
宮
崎
市
定
、
吉
田

　
虎
雄
、
鈴
木
俊
の
諸
氏
。

③
通
典
巻
七
、
歴
代
盛
衰
戸
口
で
は
、
正
光
以
前
の
盛
時
の
戸
口
が
晋
の
二

　
倍
で
あ
る
が
、
詩
文
帝
の
均
田
法
制
定
当
時
で
は
晋
以
上
の
戸
鐸
は
な
が

　
つ
た
ろ
う
。

④
続
漢
書
郡
国
志
、
州
郡
の
条
引
。

⑤
唐
律
市
議
、
巻
；
一
戸
韻
律
、
中
、
第
一
条
。

⑥
西
嶋
定
生
『
漢
代
の
土
地
所
有
制
』
史
学
雑
誌
五
八
の
　
。
平
中
八
次

　
　
『
漢
代
の
営
業
．
と
占
租
に
つ
い
て
』
立
A
叩
館
文
学
八
六
。

⑦
こ
の
点
は
浜
口
重
国
碑
．
中
国
史
上
の
古
代
社
会
問
題
に
上
す
る
覚
書
漏
参
照
。

⑧
西
嶋
氏
前
掲
。

⑨
漢
五
一
、
質
肉
伝
に
『
歩
諮
苑
一
賦
晶
農
夫
一
』
と
あ
る
が
他
の
例
は
ほ
と

　
ん
ど
貧
民
を
対
象
と
し
て
い
る
。

⑩
漢
九
、
元
帝
紀
、
初
元
元
年
の
条
、
『
江
海
阪
湖
園
池
、
属
昌
少
府
一
者
、

　
仮
＝
貧
民
↓
勿
「
租
賦
一
』
と
あ
る
が
、
普
通
に
は
租
賦
を
と
る
こ
と
に
な
つ

　
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ

⑭
漢
二
四
上
、
食
貨
志
に
　
『
分
国
劫
レ
仮
』
と
あ
る
仮
は
小
作
料
の
意
、
分

　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
田
は
小
作
の
意
で
あ
る
。
今
問
題
に
し
て
い
る
仮
は
租
賦
で
、
同
一
文
字

　
で
も
時
と
場
所
に
よ
っ
て
意
味
を
こ
と
に
す
る
の
は
、
普
八
七
『
詣
申
子

　
　
　
　
　
む
　
む

　
女
亭
受
旧
邸
田
↓
　
異
書
鍍
績
…
…
」
の
分
田
が
後
世
の
口
分
田
の
意
に
用

　
い
ら
れ
て
い
る
の
と
同
一
で
あ
る
。
な
お
後
漢
七
九
、
仲
長
統
伝
に
引
く

　
昌
言
損
益
篇
の
『
分
田
無
限
』
も
同
意
義
に
使
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

⑫
後
漢
八
○
、
孝
明
八
王
忌
中
に
あ
り
。

⑬
中
元
二
年
・
の
条
『
賜
天
下
男
子
愛
人
二
級
』
の
注
。

⑭
女
子
も
男
子
に
準
ず
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

⑯
張
維
華
『
試
論
曹
魏
屯
田
与
西
晋
占
田
上
的
誤
嚥
買
置
』
歴
史
研
究
一
九

　
五
六
の
九
参
照
。

⑯
天
野
元
之
助
氏
前
掲
も
同
見
解
を
の
べ
て
い
ら
れ
る
。
ま
た
老
小
不
事
の

　
　
『
職
』
は
漢
三
九
、
瀟
何
伝
の
師
古
注
に
は
『
事
第
一
』
を
『
課
第
一
』

　
と
解
し
て
あ
り
、
い
ま
の
場
合
も
こ
れ
に
準
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑰
日
野
開
ヨ
郎
『
租
調
庸
と
二
等
』
東
洋
史
学
、
㎝
一
に
均
田
個
下
に
お
い

　
て
小
作
制
の
必
至
で
あ
る
こ
と
を
の
ぺ
て
あ
る
の
は
、
重
要
な
指
摘
で
あ

　
る
。

　
（
附
記
）
　
本
稿
は
論
又
部
省
一
科
滋
†
研
蛇
九
費
に
よ
w
O
紬
締
A
口
研
究
『
編
ハ
朝
混
階
眠
虐
国

家
の
権
力
構
造
と
”
て
の
変
遷
に
つ
い
て
』
の
成
田
不
の
一
部
で
あ
る
。
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Agricultural　Encouragement　Policy　and

Chan・t‘ien　and　K‘o－t‘ien（占田畑田）

by

Genyrt　Nishimura

　　It　has　been．an　established　theory　that　the　Chu－t‘ien（均田制度）

system，　orie　of　the　typical　land　systems　in　the　Chinese　history，　be－

gan　with　the　Liang－Shui　system　of　Chan－t‘ien　and　K‘o－t‘ien（占田。課田）

enforced　by　the　west－Ts’in　dynasty　in　the　latter　half　of　the　third　cen－

tury　and　came　to　an　end　by　the　enforcement　of．Z：，iαng．Shui　（両税法）

law　in　the　latter　half　of　the　eighth　century；　this　theory　should　be

reasonable　from　the　viewpoint　of　the　constitutional　history．　Tracing

these　Iand　syste皿s　to　their　source，　however，　the　policy　for　the　enco－

uragement　of　agriculture，　the　land　policy　of　the　Han　dynasty　in　the

first　century　B．　C．，　proved　to　be　their　very　origin．　This　policy　becarne

more　important　in　the　latter　Han　dynasty　when　the　“powerful　clans，”

an　important　facter　for　the　collapse　of　the　Han　empire，　began　to　be

dominant，　and　was　established　as　the　fundamentac　l　land　system　（K‘o－

t‘ien－Chztn－t‘ie71（課田一均田制））of　government　after　the　third　cen－

tufy　when　the　foundation　of　the　powerful　clans　was　established．　Ju－

dging　from　such　transition，　agricultural　encouragement　policy　to　Chun－

t‘ien（均田制度）system　was　enforced　in　order　to　directly　rule　the

people　by　the　absolute　monarchy，　in　which　the　relation　of　binding

with　land　through　the　medium　of　land　grew　more　and　more　intensi－

fied．

Kamilluzenoshb（上久世庄）in　the　Province　of　Yainashiro

　　　　　　　（山城）at　the　Dissolving　Period　of　Manors

by

Tamotsu　Uezima

　　The　causes　of’　the　dissolution　of　the　manorial　system　have　been

given，　such　as　the　decline　of　the　Muromαchi（室町）shogunate　power

which　supported　the　feudal　lords’　power，　herewith　the　external　aggres－

sion　of初認脚3滅（国人衆）or　landlord　against　the　manors，　the　poli－

tical　and　economic　grewth　of　’垂?ａｓａｎｔｒｙ　internally，　and　hereby　the

unpaid，　withhold　land－tax．　But　these　causes　are　found　in　the　ge－

neral　histories　；　few　studies　seems　to　prove　causes　in　individual　ma一

（　176　）


